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ごあいさつ

　皆様におかれましては、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

　平素より当連合会及び愛媛県下JFマリンバンクの業務運営に対しまして、格別のご高配を賜

り厚くお礼申し上げます。

　本年も当連合会へのご理解を一層深めていただくために、ディスクロージャー誌「しんぎょれ

んの現況 2020」を作成いたしました。ご参考にしていただければ幸いに存じます。

　さて、昨今の我が国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響により、景気が急速に悪化して

おり、政府においても極めて厳しい状況にあるとの判断を示しております。

　また、金融情勢については、マイナス金利政策による金利低下が続いており金融機関にとって

は、収益力の低下により厳しい経営環境が続いております。

　その上、漁業・漁協を取り巻く環境につきましても、魚価の低迷及び、魚類養殖における餌飼

料価格の高止まり等による養殖業者の経営圧迫、また、販売面においての新型コロナウイルス感

染症拡大防止に向けた飲食業者の営業自粛等の影響をもろに受け、荷動きの鈍化が続いており、

国内・海外向け輸出ともに大変厳しい状況となっております。

　そのため、当連合会では、ＪＦマリンバンク基本方針に基づき、「信用事業安定運営責任体制

（あんしん体制）」を経営理念として、新中期経営計画（令和２年度から令和４年度）のもと、当

連合会が今後も県下の漁業者及び漁協にとって必要な組織であり続けるために、現状の課題解決

を図りながら、「浜の金融機関」として県下漁協系統金融機能強化のため鋭意取り組んでまいり

ますので、一層のご支援、ご愛顧を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

令和２年７月

代表理事会長　三　好　　猛
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●経 営 理 念
　当連合会は、ＪＦマリンバンク基本方針に基づく「信用事業安定運営責任体制（あんしん体
制）」を基礎として、当会中期経営計画（令和２年度から令和４年度）のもと、当会が今後も
県下の漁業者及び漁協にとって必要な組織であり続けるために、下記の現状の課題解決を図り
ながら、県下漁協系統金融機能強化のため鋭意取り組むことといたします。

≪　解決すべき課題　≫
①　ＪＦマリンバンクの役割の明確化（会員との関係や組織の在り方）
②　経営コストの見直し・効率化（店舗配置・運営の在り方）
③　人材育成

●貸出運営についての考え方
　貸出金平残310億円を目標に、漁業金融機能の強化を図り、会員及び組合員、地域住民等の
必要資金に対し、積極的な資金対応を行います。
　なお、貸出にあたっては、適切な審査と円滑な資金対応、また対応後の適切な管理に努めます。

≪　具体的実践事項　　≫
①　融資推進先の戸別訪問活動による制度資金等の推進

融資推進先を拡充し、アプローチリストに基づく、計画的な戸別訪問を行い、推
進先に応じた個別提案を実践していきます。

②　新型コロナウイルス感染症の影響等による漁業者の金融円滑化
漁業経営に必要な運転資金の円滑な融資に努めます。

③　生活関連資金の推進
生活関連資金については、組合員をはじめ漁村地域住民へのＰＲを強化し、ＪＦ

マリンローンや住宅ローン等の積極的な推進に努めます。

経営方針
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●わたしたちＪＦのめざすもの
生命誕生の起源である母なる海の恵みを受けて、漁業は、水産食料の供給を担うとともに、地

球の約７割を占める海の環境を守る水の番人としても大切な役割をもっています。
我が国の漁業者はこれらの役割を発揮し、海洋と国土の保全、国民経済の発展、そして豊かな

社会の実現に寄与してきました。
また、わたしたちＪＦは漁業を基盤とする組織として、漁業協同組合運動の歴史を通じ、漁業

者の生活安定、漁業と漁村の発展に貢献してきました。
これからも、わたしたちＪＦの組合員・役職員は、こうした使命を自覚し、明日に向けて、協

同組合原則（自主、自立、参加、民主的運営など）に基づき行動します。
そして、我が国と世界の協同組合の仲間と連携し、また、消費者や地域とのつながりを深め、

「人を大切にする社会」、「民主的で公正な社会」の実現に努めます。
このため、わたしたちＪＦの組合員・役職員は次のことを宣誓し、責任をもって行動します。

　そして、わたしたちＪＦの組合員・役職員は、これらの社会的な使命や役割をしっかり果たす
ことが出来るよう、また、消費者や国民から大きな信頼が得られるよう、常に、事業・組織・経
営の革新に努めます。

　　　※「JF」とは、漁協系統イメージ刷新運動に係る統一呼称であり、
　　　　  Japan Fisheries cooperatives の略称です。

Ｊ　Ｆ　綱　領

一、海の恵みを享受するすべての人々とともに、海を守り育み、次代
へ引き継ごう。

一、食料供給の担い手として、安全・安心・新鮮な水産物を提供しよう。

一、都市・農山村の人々と交流を深め、活気ある漁村をつくろう。

一、ＪＦの利用・参加によって、協同の成果を高めよう。

一、自主・自立、民主的運営を基本に、ＪＦを健全に経営しよう。

一、協同の理念を学び、実践を通じて共に生きがいを追求しよう。
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●漁業者等の経営の改善のための取組状況
■金融円滑化に関する取組方針
　当連合会は、漁業者の協同組織金融機関として、「健全な事業を営む漁業者をはじめとする地域のお
客さまに対して必要な資金を円滑に供給していくこと」を、「当連合会の最も重要な役割のひとつ」と
して位置付け、当連合会の担う公共性と社会的責任を強く認識し、その適切な業務の遂行に向け、以
下の方針を定め、取り組んでまいります。

１　当連合会は、組合員の皆さまをはじめとするお客さまからの新規融資や貸付条件の変更等の申込
みがあった場合には、組合員の皆さまをはじめとするお客さまの特性および事業の状況を勘案しつ
つ、できる限り、柔軟に対応するよう努めます。

２　当連合会は、事業を営む組合員等の皆さまからの経営相談に積極的かつきめ細かく取り組み、組
合員の皆さまの経営改善に向けた取組みをご支援できるよう努めてまいります。

　　また、役職員に対し金融円滑化の趣旨を周知徹底することにより、上記取組みの対応能力の向上
に努めてまいります。

３　当連合会は、組合員等の皆さまから新規融資や貸付条件の変更等の相談・申込みがあった場合に
は、組合員等の皆さまの経験等に応じて、説明および情報提供を適切かつ十分に行うように努めて
まいります。

　　また、お断りさせていただく場合には、その理由を可能な限り具体的かつ丁寧に説明するよう努
めてまいります。

４　当連合会は、組合員の皆さまをはじめとするお客さまからの、新規融資や貸付条件の変更等の相
談・申込みに対する問い合わせ、相談、要望及び苦情については、公正・迅速・誠実に対応し、組
合員の皆さまをはじめとするお客さまの理解と信頼が得られるよう努めてまいります。

５　当連合会は、お客さまからの新規融資や貸付条件の変更等の申込みがあった場合には、関係する
他の金融機関等（日本政策金融公庫、住宅金融支援機構、漁業信用基金協会、企業再生支援機構を
含む。）と緊密な連携を図るよう努めてまいります。

　　また、これらの関係機関等から照会を受けた場合は、守秘義務に留意しつつ、お客さまの同意を
前提に情報交換しつつ連携に努めてまいります。

６　金融円滑化管理に関する体制
当連合会は、お客さまからの上述のような申込みに対し、円滑に措置をとることが出来るよう、

必要な体制を整備いたしております。
⑴　会長以下、常勤理事、本部長、本部長代理、監査室長を構成員とする「コンプライアンス推進

委員会」にて、金融円滑化の態勢整備にかかる重要な事項を協議し、施策に反映させます。
⑵　当連合会は、業務統括本部長を「金融円滑化管理責任者」、融資課長および営業課長並びに各支

所長を「金融円滑化管理担当者」として、当連合会における金融円滑化の方針や施策の徹底に努
めてまいります。

７　当連合会は、本方針に基づく金融円滑化管理態勢について、必要に応じて見直しを行います。
　　また、経営者保証に関するガイドライン（平成25年12月５日経営者保証に関するガイドライン研

究会により公表、平成26年２月１日適用）に基づき、当連合会では、新規のお取引や既存のお取引
における経営者保証に関して、ガイドラインを遵守し、誠実に対応するよう取り組んでまいります。
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■中小漁業者等の経営支援に関する態勢整備の状況
　当連合会では、中小漁業者等の経営支援に関する対応措置を適切に把握し対応するため、以下の体
制を整備しております。
１　会長以下、常勤理事、本部長、本部長代理及び監査室長を構成員とする「コンプライアンス推進

委員会」にて、金融円滑化の態勢整備にかかる重要な事項を協議し、施策に反映させることとして
おります。

２　業務統括本部長を「金融円滑化管理責任者」として、当連合会全体の金融円滑化にかかる対応状
況を把握することとしております。

３　業務統括本部融資課、営業課及び各支所（以下「各営業店等」といいます。）に「金融円滑化管理
担当者」を設置し、各営業店等における金融円滑化にかかる対応状況を把握し、金融円滑化管理責
任者へ報告することとしております。

４　各営業店等では、金融円滑化にかかる取引の実施状況について、記録を作成し、当該記録は５年
間保存することとしております。

５　お客さまからの、金融円滑化にかかるご相談の窓口を業務統括本部融資課に設置しているほか、
営業課及び各支所においても承っております。

　　≪条件変更等希望のお客さまのためのご相談窓口≫
窓　　　　口 所　在　地 電話番号

本所
業務統括本部融資課

松山市二番町４－６－２
089－933－8718

業務統括本部営業課 089－933－8719
今治支所 今治市恵美須町１－４－３ 0898－31－0039
宇和島支所 宇和島市築地町２－５－７ 0895－22－1232

　受付時間　9：00～17：00（土・日曜日、祝日・振替休日、12月31日～１月３日を除く）

６　お客さまからの、当連合会の金融円滑化にかかる措置に対する苦情については、経営管理本部に
受付窓口を設置しております。また、各営業店等で苦情を受けた場合には、当連合会所定の手続き
に従って、速やかに経営管理本部に連絡をし、経営管理本部と各営業店が連携のうえ、適切な対応
を実施する体制を整備しております。

７　経営者保証に関するガイドラインの趣旨を踏まえ、「与信取引に関する利用者への説明態勢にかか
る規則」を制定し、体制等の整備を行い、適切に対応しております。

■中小企業者等の経営支援にかかる取組状況
　当連合会では、中小企業者の事業についての改善又は再生のための支援を適切に行うため、以下の
取り組みを行っております。
１　業務統括本部を中心に、お借入条件の変更等を行ったお客さまの経営状況や経営改善計画の進捗

状況を継続的に把握し、必要に応じて経営改善又は再生のための助言等を行う等、お客さまへの支
援について真摯に取り組みます。

２　特に、漁業者のお客さまに関しては、当連合会の管轄支所及び所属漁協とも連携し、経営相談等
行う体制を整備しております。

３　これらに対する機能発揮のため、当連合会の職員に対し、経営相談、経営改善・再生のための支
援能力向上を図るため、必要な研修、指導を行っております。

　　なお、現在職員１名を「漁業金融リーダー」に、７名を「漁業金融相談員」に指名し、より円滑
な対応を図っております。
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●組織機構図  （令和２年７月１日現在）

総 務 課

経 営 管 理 本 部 業 務 統 括 本 部

常 務 理 事

専 務 理 事

副 会 長

代 表 理 事 会 長

理 事 会

常 勤 監 事

代 表 監 事

監 事 会

総 会

監 査 室

企 画 管 理 課 融 資 課 営 業 課 今 治 支 所 宇 和 島 支 所

中 島 三 和 店

上 灘 店

下 灘 店

伊 予 店

三 崎 店

八  幡  浜  店

八幡浜三瓶店

八幡浜町見店

八幡浜瀬戸店

川  之  江  店

三 島 店

寒 川 店

西 条 店

壬  生  川  店

小 部 店

渦 浦 店

宮 窪 店

伯 方 店

弓 削 店

岩 城 生 名 店

大  三  島  店

関 前 店

大 浜 店

明 浜 店

吉 田 店

下 灘 店

北 灘 店

下 波 店

戸 島 店

日  振  島  店

遊 子 店

宇  和  島  店

三 浦 店

愛 南 店

愛 南 内 海 店

愛 南 御 荘 店

久 良 店

(推進センター) (推進センター) (推進センター)

本会の組織
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●会　員　数
資　格　別 平成30年度末 令和元年度末 増　　減
正　会　員 60 61 1
准　会　員 0 0 0
合　　　計 60 61 1

●役　　　員  （令和２年７月１日現在）

役 職 名 氏 名 役 職 名 氏 名
代 表 理 事 会 長 三 好　　 猛 理 事 松 下 定 一
副 会 長 福 島 大 朝 理 事 坂 本 猪 明
専 務 理 事 高 木 宏 幸 理 事 松　岡　真喜男
常 務 理 事 横 田　　 崇 理 事 立 花 弘 樹
理 事 林　　　喜代行 代 表 監 事 清 水　　 工
理 事 堀 田 順 人 常 勤 監 事 井 上　　 毅
理 事 對 尾 眞 也 監 事 川 又 文 丸
理 事 網 江 正 安 監 事 大 野 覚 男

　（注）常勤監事　井上毅は、員外監事です。

●職　　　員
区 分 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度
参 事 1 1 1 1 1
男 性 職 員 23 22 22 22 23
女 性 職 員 14 13 13 13 13
嘱託・常よう人 6 7 7 7 5
合 計 44 43 43 43 42

●協 同 会 社
　該当ありません。

●特定信用事業代理業の状況
　該当ありません。
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●店 舗 一 覧  （令和２年７月１日現在）

店　　舗　　名 所　　　在　　　地 代表電話番号

本 所 松山市二番町４丁目６番地２ （089）933－8714

中 島 三 和 店 松山市津和地６００番地 （089）999－0031

上 灘 店 伊予市双海町上灘甲５７２２番地３ （089）986－1133

下 灘 店 伊予市双海町串甲３６５５番地４ （089）987－0021

伊 予 店 伊予市灘町３５７番地 （089）982－0134

三 崎 店 西宇和郡伊方町串１９番地 （0894）56－0111

八 幡 浜 店 八幡浜市大黒町五丁目１５２２番地１８ （0894）22－2811

八 幡 浜 三 瓶 店 西予市三瓶町安土５３３番地 （0894）33－1331

八 幡 浜 町 見 店 西宇和郡伊方町二見甲１２５１番地５ （0894）39－0168

八 幡 浜 瀬 戸 店 西宇和郡伊方町三机乙２９８９番地１３ （0894）52－0016

今 治 支 所（ ※ ） 今治市恵美須町１丁目４番地３ （0898）31－0039

川 之 江 店 四国中央市川之江町４１０１番地の地先 （0896）58－2019

三 島 店 四国中央市三島中央１丁目１１番１７号 （0896）24－2815

寒 川 店 四国中央市寒川町４７７５番地の４ （0896）23－3718

西 条 店 西条市樋之口字梅ヶ須賀４４５番地１ （0897）56－3165

壬 生 川 店 西条市壬生川５４７番地７ （0898）64－2019

小 部 店 今治市波方町小部甲１５３番地３ （0898）52－2301

渦 浦 店 今治市吉海町椋名５７８番地 （0897）84－2720

宮 窪 店 今治市宮窪町宮窪２７００番地 （0897）86－2008

伯 方 店 今治市伯方町叶浦甲１６６７番地３ （0897）72－1556

弓 削 店 越智郡上島町弓削下弓削８３９番地３ （0897）77－2121

岩 城 生 名 店 越智郡上島町岩城１５３０番地 （0897）75－2033

大 三 島 店 今治市大三島町浦戸１５０７番地１ （0897）83－0136

関 前 店 今治市関前岡村甲８０番地２ （0897）88－2001

大 浜 店 今治市大浜町２丁目３番２８号先 （0898）23－3737

（※）今治支所は、推進センターとして管轄代理店を中心とした貯蓄・融資推進や各種相談・指導等
の業務を行う当連合会の店舗であり、金融機関店舗としての窓口機能は有しておりません。
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店　　舗　　名 所　　　在　　　地 代表電話番号

宇 和 島 支 所 宇和島市築地町２丁目５番地７ （0895）22－1232

明 浜 店 西予市明浜町狩浜１番耕地２１５番地 （0894）65－0311

吉 田 店 宇和島市吉田町立間尻甲４２８番地 （0895）52－0305

下 灘 店 宇和島市津島町嵐番外２３番地２ （0895）35－0221

北 灘 店 宇和島市津島町北灘甲１０３２番地 （0895）32－2850

下 波 店 宇和島市下波３０４８番地 （0895）29－0121

戸 島 店 宇和島市戸島２２１８番地 （0895）64－0001

日 振 島 店 宇和島市日振島１６８２番地 （0895）65－0321

遊 子 店 宇和島市遊子２５４８番地 （0895）62－0211

宇 和 島 店 宇和島市桝形町２丁目６番１１号 （0895）22－5750

三 浦 店 宇和島市三浦西３５６６番地５ （0895）29－0231

愛 南 店 南宇和郡愛南町鯆越１６６番地３ （0895）72－1135

愛 南 内 海 店 南宇和郡愛南町柏崎５３６番地 （0895）85－0304

愛 南 御 荘 店 南宇和郡愛南町御荘平城１番地20 （0895）72－6600

久 良 店 南宇和郡愛南町久良１２００番地の２ （0895）72－1225

●自動機器の設置状況
　ＡＴＭ（現金自動預入・支払機）、ＣＤ（現金自動支払機）の設置台数

項　　　目 区　　　分 店　舗　内 店　舗　外

本・ 支 所 設 置
Ｃ　　　Ｄ ０ ０

Ａ　Ｔ　Ｍ ０ ４

代 理 店 設 置
Ｃ　　　Ｄ ０ ０

Ａ　Ｔ　Ｍ ０ ２
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●店舗所在地

関 前 店

渦 浦 店

伯 方 店

宮 窪 店

岩城生名店

弓 削 店

川 之 江 店
西 条 店

中島三和店

八幡浜町見店

八幡浜瀬戸店

小 部 店

八 幡 浜 店

八幡浜三瓶店

明 浜 店
三 崎 店

戸 島 店
遊 子 店

三 浦 店

愛 南 店

久 良 店

下 波 店

北 灘 店

下 灘 店愛南内海店

愛南御荘店

日 振 島 店

上 灘 店

下 灘 店
三 島 店

寒 川 店

大 三 島 店

大 浜 店

今 治 支 所

伊 予 店宇 和 島 支 所

吉 田 店

宇 和 島 店

壬 生 川 店

本 所
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●リスク管理体制
■基本方針

金融自由化・国際化・規制緩和が急速に進展する中で、金融機関が直面するリスクもまた多
様化・複雑化しており、より一層の管理能力を問われています。

当連合会では、こうした認識のもと、会員等利用者の皆様に安心してご利用いただくためには、
より健全性の高い経営を確保し、信頼性を高めていくことが重要であると認識しております。

このため、有効な内部管理体制を構築し、直面する様々なリスクに適切に対応すべくリスク
管理にかかる方針を策定し、認識すべきリスクやそれをコントロールする管理態勢など、リス
ク管理の基本的な体系を整備しています。

また、この方針に基づき、収益とリスクの適切な管理、適切な資産自己査定の実施などを通
じてリスク管理体制の充実・強化に努めています。

なお、当連合会における各諸リスクへの対応は以下のとおりです。

■統合的リスク管理方針
当連合会では、コンプライアンスの徹底と適切なリスク管理が経営の健全性を確保するため

に重要であるとの認識のもと、直面するリスクに関して、自己資本比率の算定に含まれないリ
スク（与信集中リスク、金利リスク等）も含めて、信用リスク、市場リスク、流動性リスク及
びオペレーショナルリスクごとに評価したリスクを総体的に捉え、当連合会の経営体力である
自己資本と比較・対照することによりリスク管理を行います。

なお、リスク管理においては、リスクの一方的な抑制ばかりではなく、経営としての収益性
も念頭に置き、双方がバランスのとれたコントロールを目指しています。

■信用リスク管理
「信用リスク」とは、信用供与先の財務状況の悪化等により、資産（オフ・バランスを含む。）

の価値が減少ないし消失し、金融機関が損失を被るリスクのことです。　
当連合会は、個別の重要案件又は大口案件については、理事会において対応方針を決定して

おり、その他通常の貸出取引については、本所に業務統括本部融資課を設置し各支所と連携を
図りながら与信審査マニュアル、担保評価基準など厳格な審査基準を設けて与信判定を行って
います。

不良債権については、管理・回収方針を作成・実践し、資産の健全化に取り組んでいます。
また、貸出取引において資産の健全性の維持・向上を図るため、資産の自己査定を厳正に行い、

その結果、貸倒引当金については、「償却及び引当金計上基準」に基づき必要額を計上し、資産及
び財務の健全化に努めると共に、その内容について理事会に附議することとしています。

■市場リスク管理
「市場リスク」とは、金利、為替、株式等の様々な市場のリスク・ファクターの変動により、

資産・負債（オフ・バランスを含む。）の価値が変動し、損失を被るリスク、資産・負債から
生み出される収益が変動し損失を被るリスクのことで、主に金利リスク、為替リスク、価格変
動リスクの３要素からなっています。

当連合会では、余裕金運用にあたって、その健全な運用を図るため、経営方針、資金の運用

事業運営
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調達構造、リスク負担能力及び本年度収支見込等を考慮の上、年度毎に運用方針を定めるとと
もに、「リスク管理規程」及び「余裕金運用等にかかるリスク管理手続」に基づき、定期的に
ＡＬＭ委員会を開催して、理事会に報告する体制を構築しています。

■流動性リスク管理
「流動性リスク」とは、運用と調達のミスマッチや予期せぬ資金の流出により、必要な資金

確保が困難になる、又は通常よりも著しく高い金利での資金調達を余儀なくされることにより
損失を被るリスク（資金繰りリスク）及び市場の混乱等により市場において取引ができないた
め、通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀なくされることにより損失を被るリスク（市
場流動性リスク）のことです。

当連合会では、預け金等の資金繰りリスクについて、経営管理本部総務課が月次の資金計画
を作成し、安定的な流動性の確保に努め、経営管理本部企画管理課においてその管理状況を
チェックするとともに、定期的にＡＬＭ委員会において協議する体制をとっています。

■オペレーショナル・リスク管理
「オペレーショナル・リスク」とは、業務の過程、役職員の活動もしくは、システムが不適

切であること又は外生的な事象による損失を被るリスクのことです。
当連合会では、収益発生を意図し能動的な要因により発生する信用リスクや市場リスク及び

流動性リスク以外のリスクで、受動的に発生する事務、システム、リーガルなどについて事務
処理や業務運営の過程において損失を被るリスクと定義づけ、事務リスク、システムリスクな
どについて、事務手続きを整備し、定期検査等を実施するとともに、事故・事務ミスが発生し
た場合は速やかに状況を把握する体制を整備して、リスク発生後の対応及び改善が迅速・正確
に反映ができるよう努めています。

■事務リスク管理
「事務リスク」とは、役職員が正確な事務を怠る、あるいは事故・不正等を起こすことによ

り金融機関が損失を被るリスクのことです。
当連合会では、業務の多様化や事務量の増加に対応して、正確な事務処理を行うため事務マ

ニュアルを整備するとともに、各部署における自店検査の実施等による事務リスクの削減に努
めています。

さらに、事務処理の適正化、事故及び不祥事の未然防止等の観点から、内部監査の専門部署
を設置し、「内部監査規程」及び「内部監査実施要領」等に基づき、毎年度全部署を対象に内
部監査を実施しております。

また、職員の長期職場離脱の実施や長期間にわたり同一部署の同一業務に従事させることの
ないよう人事異動を行う等、事故・不正防止に努めるとともに、各種研修を通じて事務処理ミ
スの未然防止や職員の資質向上に努めています。

■システムリスク管理
「システムリスク」とは、コンピュータシステムのダウン又は誤作動等、システムの不備に

伴い金融機関が損失を被るリスク、さらにコンピュータが不正に使用されることにより金融機
関が損失を被るリスクのことです。

当連合会では、コンピュータシステムの安全かつ円滑な運用に努めるとともに、万一の不測
の事態に備え、「システムリスク等危機管理マニュアル」を策定し、本計画が発動された場合
には、危機管理体制に移行する体制を構築しています。
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●法令等遵守体制
■基本方針

個人・団体・企業を問わず、日常の行動にあたっては、定められた法令等を遵守しつつ、活
動することが当然のこととして求められています。

また、国内外における社会経済情勢の変化や構造改革に伴い、企業経営のあり方そのもの、
また相次ぐ不祥事件の発生によりその社会的責任が強く問われる中、コンプライアンス態勢の
整備・強化と、より公正・透明な経営が求められています。

このような社会的背景のもと、当連合会においても法令等遵守に対する取り組みを最重要課
題の一つと位置付け、金融機関の一員として金融システムの中においても引き続き信頼を確保
し、漁協系統金融機関としての基本的使命や社会的責任を果たしていけるよう、今後もコンプ
ライアンス意識の強化や体制整備を図り、ディスクロージャー（情報公開）とアカウンタビリ
ティー（説明責任）を重視した透明性の高い業務運営を行っていくよう、不断の努力を積み重
ねていく方針です。

具体的には、平成12年４月に下記の「法令等遵守に係る基本方針」を策定し、更には、コン
プライアンス経営がより具体的に業務運営や役職員の業務行動に反映されるよう「コンプライ
アンス・マニュアル」を制定いたしました。

また、コンプライアンス勉強会の実施及び各種研修の受講等を通じて、役職員のコンプライ
アンス意識の向上・浸透に努めております。

今後につきましても、常に信頼される金融機関を目指し、役職員一人一人が倫理観の醸成と
不正を許さない職場づくりに取り組んでまいります。

≪ 法令等遵守に係る基本方針 ≫
（漁協系統信用事業の使命）

１．協同組合原則を基本理念とする漁協系統信用事業本来の役割を自覚して、健全な業務
運営を行い、会員等利用者からの揺るぎない信頼の確立を図ります。

（質の高い金融サービスの提供）
２．漁業生産ならびに会員等利用者の生活を支える、創意と工夫を活かした質の高い金融

サービスの提供を通じて地域経済・社会の発展に貢献します。

（法令やルールの厳格な遵守）
３．水協法・定款を始めとするあらゆる法令やルールを厳格に遵守し、社会的規範にもと

ることのない、誠実かつ公正な信漁連運営を遂行します。

（反社会的勢力との対決）
４．市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは、断固として対決します。

（会員等ご利用者・地域社会とのコミュニケーション）
５．経営情報の積極的かつ公正な開示、あるいは漁業の特性を活かした信漁連らしい活動

等を通じて、会員等ご利用者はもとより広く地域社会とのコミュニケーションを図りま
す。



―  14  ― ―  15  ―

■運営体制
当連合会のコンプライアンス体制は、コンプライアンス推進委員会、コンプライアンス統括

部署（経営管理本部）、コンプライアンス責任者を中心に運営しています。
コンプライアンス推進委員会（委員長：代表理事会長）では、当連合会のコンプライアンス

に関する基本事項等が審議され、検討内容について適宜理事会で協議・報告のうえ実施されま
す。

また、コンプライアンス統括部署は、各部署との連絡・相談や会内への教育・啓蒙にあたる
とともに、各部署に統括部署との連絡窓口となるコンプライアンス責任者を配置すること等に
より、コンプライアンスの浸透・徹底を図っています。

更に、コンプライアンス態勢の整備や、研修等によるコンプライアンス推進活動など、当連
合会に関する年間の実践計画を「コンプライアンス・プログラム」として定め、コンプライア
ンスが着実に浸透するよう取り組んでいます。

コンプライアンス推進委員会
委 員 長 代表理事会長
委 員 専務理事・常務理事・本部長・本部長代理・監査室長（事務局：経営管理本部）
出 席 者 常勤監事・アドバイザー

審議事項

①コンプライアンス態勢全般にかかる企画・推進に関すること
②コンプライアンス・マニュアル、関連諸規程等の制定・見直し等
③コンプライアンスにかかる具体的実践計画の検討ならびに定期的な進捗管理

及び施策評価
④コンプライアンスにかかる重要な要整備事項の検討
⑤コンプライアンスにかかる重要な本会内外の情報に関すること
⑥利益相反管理体制の運営状況全般に関すること
⑦金融円滑化管理態勢の整備・確立に関すること
⑧反社会的勢力等への対応に関すること
⑨マネー・ローンダリング及びテロ資金供与への対応に関すること
⑩利用者サポート等の対応に関すること

報告・連絡指示

コンプライアンス統括部署
経営管理本部

連絡・報告・相談指示

コンプライアンス責任者
本部長

連絡・報告・相談指示

コンプライアンス担当者
コンプライアンス責任者が指名

常勤監事

情報交換・連絡

監査室
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●個人情報保護体制
■個人情報保護に向けた取り組み
　当連合会は、利用者等の皆様の個人情報を正しく取り扱うことが当連合会の社会的責務であ
ることを認識し、以下の方針を遵守することを誓約します。

≪ 個人情報保護方針 ≫
１．関連法令等の遵守

当連合会は、個人情報を取り扱うために、「個人情報の保護に関する法律」（以下、「保
護法」といいます。）その他、個人情報保護に関する関係諸法令及び個人情報保護委員
会のガイドライン（以下「ガイドライン」といいます。）に定められた義務を誠実に遵
守します。

個人情報とは、保護法第２条第１項、第２項に規定する、生存する個人に関する情報
で、特定の個人を識別できるものをいい、以下も同様とします。

また、当連合会は、特定個人情報を適正に取扱うために、「行政手続における特定の
個人を識別するための番号の利用等に関する法律」（以下「番号利用法」といいます。）
その他、特定個人情報の適正な取扱いに関する関係諸法令およびガイドライン等に定め
られた義務を誠実に遵守します。

特定個人情報とは、番号利用法第２条第８項に規定する、個人番号をその内容に含む
個人情報をいい、以下も同様とします。

２．利用目的
当連合会は、個人情報の取扱いにおいて、事業区分ごとに利用目的をできる限り特定

したうえ、あらかじめご本人の同意を得た場合及び法令により例外として扱われるべき
場合を除き、その利用目的の達成に必要な範囲内でのみ個人情報を利用します。また、
ご本人の選択による利用範囲の限定に自主的に取り組みます。

ただし、特定個人情報においては、利用目的を特定し、ご本人の同意の有無に関わら
ず、利用目的の範囲を超えた利用は行いません。

「ご本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいい、以下も同様としま
す。利用目的は、法令により例外として扱われるべき場合を除き、あらかじめ公表する
か、取得後速やかにご本人に通知します。ただし、ご本人から直接書面で取得する場合
には、あらかじめ明示します。

３．適正取得
当連合会は、個人情報を取得する際、各種の申込書、契約書等への記入や、保護法第

23条第２項に則り一般に公刊されている電話帳や住宅地図等、適正かつ適法な手段で
取得いたします。
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４．安全管理措置
当連合会は、取り扱う個人データ及び特定個人情報を利用目的の範囲内で正確かつ最

新の内容に保つよう努め、また、個人情報の安全管理のために必要・適切な措置を講じ、
従業員及び委託先を適正に監督します。

「個人データ」とは、保護法第２条第６項に規定する、個人情報データベース等（保
護法第２条第４項）を構成する個人情報をいい、以下同様とします。

５．匿名加工情報の取扱い
当連合会は、匿名加工情報（保護法第２条第９項）の取扱いに関して消費者の安心感・

信頼性を得られるよう、保護法の規定に従うほか、個人情報保護委員会のガイドライン、
認定個人情報保護団体の個人情報保護指針等に沿って個人データの適正かつ効率的な活
用を推進いたします。

６．第三者提供の制限
当連合会は、法令により例外として扱われるべき場合を除き、あらかじめご本人の同

意を得ることなく、個人データを第三者に提供しません。
また、当連合会は、番号利用法第19条各号により例外として扱われるべき場合を除

き、ご本人の同意の有無に関わらず、特定個人情報を第三者に提供しません。
なお、当連合会は、オンライン事務等について、個人データの取扱いを外部に委託す

る場合がありますが、その際には個人データの安全管理が図られるよう、委託先に対し
守秘契約等に基づいて必要かつ適切な監督を行います。

７．機微（センシティブ）情報の取扱い
当連合会は、ご本人の機微（センシティブ）情報（要配慮個人情報並びに労働組合へ

の加盟、門地・本籍地、保健医療等に関する情報）については、法令等に基づく場合や
業務遂行上必要な範囲においてご本人の同意をいただいた場合等を除き、取得・利用・
第三者提供はいたしません。

８．開示・訂正等
当連合会は、保有個人データにつき、法令に基づきご本人からの開示、訂正等に応じ

ます。
また、ご本人からお求めがあった場合には、ダイレクトメールの発送を停止するなど、

自主的に利用停止等に応じます。
「保有個人データ」とは、保護法第２条第７項に規定する保有個人データをいいます。

９．苦情等相談窓口
当連合会は、個人情報につき、ご本人からの質問・苦情に対し、迅速かつ適切に取り

組み、そのための内部体制の整備に努めます。

10．継続的改善
当連合会は、個人情報保護の取組みについて、適正な内部監査を実施するなどして、

本保護方針の継続的な改善に努めます。
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　■情報セキュリティへの取り組み
　当連合会は、会員等ご利用者の皆様との信頼関係を強化し、より一層の安心とサービスを提
供するため、会内の情報及びお預かりした情報の安全管理（以下、「情報セキュリティ」という。）
の確保と日々の改善に努めることが社会的責務であることを認識し、以下の方針を遵守するこ
とを誓約します。

≪ 情報セキュリティ基本方針 ≫

１．当連合会は、情報資産を適正に取り扱うため、コンピューター犯罪に関する法律、不
正アクセス行為の禁止に関する法律、ＩＴ基本法その他の情報セキュリティに関係する
諸法令、及び農林水産大臣をはじめ主務大臣の指導による義務を誠実に遵守します。

２．当連合会は、情報の取扱い、情報システムならびに情報ネットワークの管理運用にあ
たり、適切な人的（組織的）・物理的・技術的安全管理措置を実施し、情報資産に対する
不正な侵入、紛失、漏えい、改ざん、破壊、利用妨害などが発生しないように努めます。

３．当連合会は、情報安全管理に関して、業務に従事する者の役割を定め、会全体で情報
安全管理を推進できる体制を維持します。

４．当連合会は、万一、情報セキュリティを侵害するような事象が生じた場合、その原因
を迅速に解明し、被害を最小限に止めるよう努めます。

５．当連合会は、上記の活動を継続的に行うと同時に、新たな脅威にも対応できるよう、
情報セキュリティマネジメントシステムを確立し、維持改善に努めます。
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●金融ADR制度への対応
■苦情処理措置の内容
　当連合会においては、組合員等の利用者の皆さまからのご相談・苦情等に対応するための業
務運営体制・内部規則を整備し対応いたします。
　具体的には、
　①　利用者サポート等管理責任者の設置
　②　ご相談・苦情等総括責任者・担当者の設置
を行い、利用者の皆さまからのご相談・苦情等については、誠実に受付け、迅速かつ適切に対
応するとともに、必要に応じて関係部との連携を図り、相談・苦情等の迅速な解決に努めます。
　受け付けたご相談・苦情等については、苦情処理態勢の改善や苦情等の再発防止策・未然防
止策に活用いたします。

■紛争解決措置の内容
苦情等のお申し出については、当連合会が対応いたしますが、納得のいく解決ができず、利

用者の方が外部の紛争解決機関を活用して解決を図ることを希望される場合には、ＪＦマリン
バンク相談所を通じて弁護士会仲裁センターをご利用いただけます。（ＪＦマリンバンク相談
所は、東京、第一東京、第二東京の３弁護士会と提携しており、紛争解決措置としてこの３弁
護士会をご紹介いたします。）

なお、利用者の皆さまが直接弁護士会に紛争解決を申し立てることも可能です。

●利用者サポート等対応
■利用者保護の内容
　当連合会の信用事業の利用者保護等管理にかかる基本方針である「利用者保護等管理方針」
に則り、当連合会の信用事業の業務（信用事業の業務において取得した個人情報を含む。以下
同じ。）に関して会員等利用者からの相談・苦情等へ迅速・公平かつ適切に対処し、金融 ADR 

（注１）制度等も踏まえつつ、当連合会における利用者サポート等の管理を行うための体制、
役割等を定め、円滑な解決を図るとともに、利用者に対する説明責任を事後的に補完し、業務
の改善と利用者満足の向上に役立て、もって当連合会の業務への利用者の信頼性を確保するこ
とを目的としております。

（注１）ADR（Alternative Dispute Resolution：裁判外紛争解決）は、訴訟に代わる、あっせん・調停・仲
裁等の当事者の合意に基づく紛争の解決方法であり、事案の性質や当事者の事情等に応じた迅速・
簡便・柔軟な紛争解決が期待される。
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●マネー・ローンダリング等および反社会的勢力等への対応
■マネー・ローンダリング等防止および反社会的勢力等との取引排除に向けた取り組み

当連合会は、事業を行うにつきまして、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与等の金
融サービスの濫用（以下、「マネー・ローンダリング等」という。）の防止に取り組みます。

あわせて、平成19年６月19日犯罪対策閣僚会議幹事会申合わせにおいて決定された「企業が
反社会的勢力による被害を防止するための指針（以下、「政府指針」という。）」等を遵守し、
反社会的勢力に対して断固とした姿勢で臨むことをここに宣言します。

また、顧客に組織犯罪等による被害が発生した場合には、被害者救済など必要な対応を講じ
ます。

≪ マネー・ローンダリング等および反社会的勢力等への対応に関する基本方針 ≫

（運営等）
当連合会は、マネー・ローンダリング等防止および反社会的勢力等との取引排除の重

要性を認識し、適用となる法令等や政府指針を遵守するため、当連合会の特性に応じた
態勢を整備します。

また、適切な措置を適時に実施できるよう、役職員に指導・研修を実施し、マネー・ロー
ンダリング等防止および反社会的勢力等との取引排除について周知徹底を図ります。

（マネー・ローンダリング等の防止）
当連合会は、実効的なマネー・ローンダリング等防止を実施するため、自らが直面し

ているリスクを適時・適切に特定・評価し、リスクに見合った低減措置を講じます。

（反社会的勢力との決別）
当連合会は、取引関係を含めて、排除の姿勢をもって対応し、反社会的勢力による不

当要求を拒絶します。

（組織的な対応）
当連合会は、反社会的勢力に対しては、組織的な対応を行い、職員の安全確保を最優

先に行動します。

（外部専門機関との連携）
当連合会は、反社会的勢力への対応に際し、適切な助言、協力を得ることができるよう、

平素から警察、公益財団法人愛媛県暴力追放推進センター、弁護士など外部専門機関と
の連携強化を図ります。



―  20  ― ―  21  ―

●利益相反管理体制
■利益相反管理に向けた取り組み
　当連合会は、お客さまの利益が不当に害されることのないよう、水産業協同組合法および関
係するガイドラインに基づき、利益相反するおそれのある取引を適切に管理するための体制を
整備し、以下の方針を定め、取り組んでまいります。

≪ 利益相反管理方針 ≫
１．対象取引の範囲

本方針の対象となる「利益相反のおそれのある取引」は、当連合会の行う信用事業関
連業務にかかるお客さまとの取引であって、お客さまの利益を不当に害するおそれのあ
る取引をいいます。

２．利益相反のおそれのある取引の類型
「利益相反のおそれのある取引」の類型および主な取引例としては、以下に掲げるも

のが考えられます。
⑴　お客さまと当連合会の間の利益が相反する類型
⑵　当連合会の「お客さまと他のお客さま」との間の利益が相反する類型

３．利益相反のおそれのある取引の特定の方法
利益相反のおそれのある取引の特定は、以下のとおり行います。

⑴　利益相反のおそれのある取引について、利益相反管理統括部署があらかじめ類型化
します。

⑵　各部署においては、取引を行う際に、当該取引が利益相反のおそれのある取引とし
て類型化された取引に該当するか確認します。

⑶　利益相反のおそれのある取引に該当すると判断した場合は、利益相反管理統括部署
に報告します。

⑷　各部署で、利益相反のおそれのある取引に該当するか判断しかねる場合、または、
類型には該当しないが利益相反のおそれのある取引に該当すると疑われる場合は、利
益相反管理統括部署に相談します。

⑸　利益相反管理統括部署は各部署からの相談を受けて、各部署と協議のうえ（必要に
応じて関係部署と協議）、当該取引が利益相反のおそれのある取引であるかの特定を
行います。

４．利益相反の管理の方法
当連合会は、利益相反のおそれのある取引を特定した場合について、次に掲げる方法

により当該お客さまの保護を適正に確保いたします。
⑴　対象取引を行う部門と当該お客さまとの取引を行う部門を分離する方法
⑵　対象取引または当該お客さまとの取引の条件もしくは方法を変更し、または中止す

る方法
⑶　対象取引に伴い、当該お客さまの利益が不当に害されるおそれがあることについ

て、当該お客さまに適切に開示する方法（ただし、当連合会が負う守秘義務に違反し
ない場合に限ります。）

⑷　その他対象取引を適切に管理するための方法
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５．利益相反のおそれのある取引の記録および保存

利益相反の特定およびその管理のために行った措置については、当連合会で定める内
部規則に基づき適切に記録し、保存いたします。

６．利益相反管理体制
⑴　当連合会は、利益相反のおそれのある取引の特定および利益相反管理に関する当連

合会全体の管理体制を統括するための利益相反管理統括部署およびその統括者を定め
ます。この統括部署は、営業部門からの影響を受けないものとします。また、当連
合会の役職員に対し、本方針および本方針を踏まえた内部規則等に関する研修を実施
し、利益相反管理についての周知徹底に努めます。

⑵　利益相反管理統括者は、本方針にそって、利益相反のおそれのある取引の特定およ
び利益相反管理を実施するとともに、その有効性を定期的に適切に検証し、改善いた
します。

７．利益相反管理体制の検証等
当連合会は、本方針に基づく利益相反管理体制について、その適切性および有効性を

定期的に検証し、必要に応じて見直しを行います。

●金融商品の勧誘方針
　当連合会は、金融商品販売法の趣旨に則り、貯金・定期積金・その他の金融商品の販売等の
勧誘にあたっては、次の事項を遵守し、お客様の立場に立った勧誘に心がけ、より一層の信頼
をいただけるよう努めてまいります。

≪ 勧　誘　方　針 ≫

１．お客様の商品利用目的、知識、経験、財産の状況および意向を考慮のうえ、適切な金融
商品の勧誘と情報の提供を行います。

２．お客様に対し、商品内容や当該商品のリスク内容など重要な事項を十分に理解していた
だくよう努めます。

３．不確実な事項について断定的な判断を示したり、事実でない情報を提供したりするなど、
お客様の誤解を招くような説明は行いません。

４．お約束のある場合を除き、お客様にとって不都合と思われる時間帯での訪問・電話によ
る勧誘は行いません。

５．お客様に対し、適切な勧誘が行えるよう役職員の研修の充実に努めます。
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愛媛県信漁連設立（設立時　会員数83組合、出資金100万円）
共同化資金融資制度が発足
信漁連今治・宇和島事務所開所
信漁連西条事務所開所
農林漁業金融公庫業務代理開始
愛媛県水産会館落成
農林漁業団体職員共済組合業務代理開始
住宅金融公庫業務代理開始
愛媛県漁業近代化資金融資制度が発足
全国漁協信用事業相互援助制度に加入
農水産業協同組合貯金保険機構に加入
農林中央金庫業務代理開始（内国為替業務）
国民金融公庫業務代理開始
全銀内為制度に加盟
国庫金振込事務取扱開始
信漁連南宇和支所開所
新愛媛県水産会館落成
国債等窓販業務の取扱開始
全国漁協信用事業オンラインシステム稼動
愛媛県収納代理金融機関指定
全国漁協貯金ネットサービス取扱開始
宇和島支所ＡＴＭ設置
第４次全銀為替システム稼動
松山市収納代理金融機関指定
農協系統貯金ネット提携開始
南宇和支所ＡＴＭ設置
ＭＩＣＳ提携開始
水協法施行漁連・信漁連創立50周年記念式典
本所ＡＴＭ設置
郵貯とのネット提携開始
日本マルチペイメントネットワーク運営機構に加入
ＪＦマリンネットバンクサービス開始
国債等窓販業務の取扱廃止
第５次全銀為替システム稼動
全オンセンターと北海道信漁連との信用事業システム統合
マルチペイメントネットワークサービス取扱開始
河原津漁協、関前村漁協、魚島村漁協より信用事業譲受け
決済用貯金取扱開始

昭和24年度
昭和32年度
昭和33年度
昭和35年度
昭和38年度
昭和39年度
昭和40年度
昭和41年度
昭和44年度
昭和47年度
昭和48年度
昭和51年度
昭和53年度
昭和54年度

〃
〃

昭和56年度
昭和62年度
平成元年度
平成５年度

〃
平成６年度
平成７年度
平成８年度
平成９年度
平成10年度

〃
平成11年度
平成12年度

〃
平成13年度
平成14年度

〃
平成15年度

〃
〃

平成16年度
〃

沿革・歩み
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今治市・宇和島市収納代理金融機関指定
下灘漁協（宇和島）、壬生川漁協、中島漁協、新居浜市大島漁協、
北条市漁協、久良漁協より信用事業譲受け
セブン銀行とのネット提携開始
愛南町収納代理金融機関指定
北灘漁協より信用事業譲受け
セブン銀行・郵便局のＡＴＭでの入金取引開始
南宇和支所を廃止し、宇和島支所と統合
弓削漁協より信用事業譲受け
本所ＩＣキャッシュカード対応ＡＴＭ設置
松山市上・下水道事業収納取扱金融機関指定
明浜漁協、三浦漁協、戸島漁協より信用事業譲受け
蒋渕漁協、日振島漁協、長浜町漁協より信用事業譲受け
西条支所を廃止し、今治支所と統合
大浜漁協、宮窪町漁協、下波漁協、川之江漁協より信用事業譲受け
桜井漁協、三島漁協、寒川漁協、下灘漁協、三崎漁協、渦浦漁協、
上灘漁協、伯方町漁協、中島三和漁協、伊予漁協、八幡浜漁協、
愛南漁協より信用事業譲受け
伊方町、八幡浜市、西予市収納代理金融機関指定
第６次全銀為替システム稼動
中島店を廃止
小部漁協、西条市漁協、岩城生名漁協、大三島漁協より信用事業譲受け
大三島店（上浦）ＡＴＭ設置
ローソン・イーネットとの提携開始
中島三和怒和島店、蒋渕店を廃止
河原津店を廃止
遊子漁協より信用事業譲受け
今治支所ＡＴＭ設置
今治支所を推進センターへ移行
宇和島漁協より信用事業譲受け
長浜店、愛南南内海店、愛南西海店を廃止
伊予市収納代理金融機関指定
吉田町漁協より信用事業譲受け、県下信用事業実施漁協からの譲受完了
吉田店（奥南）ＡＴＭ設置
大島店、魚島店を廃止
魚島村漁協内にＡＴＭ設置
デビットカード取扱開始
愛南福浦店を廃止
北条店を廃止

平成17年度
〃

〃
平成18年度

〃
平成19年度

〃
〃
〃

平成20年度
〃

平成21年度
〃

平成22年度
平成23年度

〃
〃

平成24年度
〃
〃

平成25年度
〃

平成26年度
平成27年度

〃
〃

平成28年度
〃
〃

平成29年度
〃
〃
〃

令和元年度
〃

令和２年度
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JFマリンバンクはどなたでもご利用できる金融機関です。

●貯 金 業 務
　会員・組合員の皆様はもとより、水産業関連団体、地域住民の皆様や事業主の皆様から、普
通貯金・定期貯金等各種貯金を、目的・期間・金額にあわせてご利用いただいています。
　また、キャッシュサービスは、県内はもちろん、全国の銀行や信用金庫をはじめとするＭＩ
ＣＳ提携金融機関、ＪＡバンク（農協）、セブン銀行、ローソン銀行、コンビニエンスストア

（ファミリーマート等のイーネット提携ＡＴＭの設置店舗等）、ゆうちょ銀行のＡＴＭ、ＣＤで
もご利用いただけます。
　なお、ＡＴＭ手数料無料化以外のＡＴＭでは、手数料をキャッシュバックしているところも
あり、多くのＡＴＭで利用手数料が実質無料となっています。手数料等の詳細につきましては、

「手数料一覧」のページの自動機手数料の欄をご覧ください。
　さらに、より安心・安全にご利用いただくために、ＪＦマリンバンクの磁気キャッシュカー
ドをお持ちのお客様にはＩＣチップ搭載型キャッシュカードへ切り替えを、また、ＪＦマリン
バンクのキャッシュカードをお持ちでないお客様にはＩＣチップ搭載型キャッシュカードの新
規発行を、それぞれ手数料無料でお勧めしています。

●貸出・受託貸付業務
　会員漁協への購販売事業等の運転資金貸出、会員の組合員への漁業近代化資金等制度資金、
営漁資金及び生活資金融資も行っています。
　また、一般の皆様にも、住宅ローン、マイカーローン、教育ローン、フリーローン等、各種
ローンを取り揃えておりますので、お気軽にご相談ください。
　さらに、日本政策金融公庫（農林水産事業資金及び教育資金）の融資申込みのお取次も行っ
ておりますので、併せてご利用ください。

●為替・振替決済業務
　学費等の「振込」や手形、小切手類の「取立」、各種年金の自動受取、また電気・電話・水道・
ＮＨＫ受信料等の公共料金の自動支払いもぜひご利用ください。

わたしたち愛媛信漁連は、これからも、さらに便利で身近な
浜のくらしに密着した金融機関を目指します。

事業のご案内
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●貯 金 業 務
　■主な貯金商品

種　　類 特　　　　色 預入金額 期　　間

大口定期貯金 まとまった資金を有利に、かつ確実に増
やす最高利回りの商品です。

1,000万円
以上

１ヶ月以上
５年以下

変 動 金 利
定 期 貯 金

その時々の金融情勢に応じて、金利が変
わる商品です。 １円以上 １年以上

３年以下
スーパー定期
貯 金

身近な定期です。1,000万円未満で都合
に応じて、期間をお選びください。

１円～1,000万円
未満

１ヶ月以上
５年以下

期日指定定期
貯 金

１年以上経過すれば、ご希望の日にお引
き出しできます。

１円～300万円
未満

１年以上
３年以下

定額積立定期
貯 金

毎月一定の日に一定の金額を積立てる定
期です。 １円以上 １・２・３・

４・５年
自由積立定期
貯 金

預入期間内に自由に積立てることができ
る定期です。 １円以上 １年以上

５年以下

漁協積立定期
貯 金 Ⅰ 型

漁協組合員の資産形成のための定期で
す。プランに合わせて「水揚天引式」と「定
額式」のいずれかをお選びいただき、自動
振替より積立てます。

１円以上 １年の
自動継続

漁協積立定期
貯 金 Ⅱ 型

毎月一定額を普通貯金より自動振替し積
立てます。一部支払いもできる便利な定期
です。

１円以上 １年の
自動継続

定 期 積 金 身近な積金です。毎月コツコツ無理なく
貯金できます。

１回の預入
100円以上

６ヶ月以上
７年以下

当 座 貯 金 小切手や手形による決済口座として利用
いただくための貯金です。 １円以上 出し入れ自由

普 通 貯 金
いつでも出し入れのできるサイフ代わり

の貯金です。
個人のものは定期性貯金を担保とする総

合口座の取扱いができます。
１円以上 出し入れ自由

貯 蓄 貯 金
目標型の貯金で、10万円型と30万円型

のタイプがあります。
スウィング機能があります。

１円以上 出し入れ自由

通 知 貯 金 短期間のまとまった資金を運用できま
す。 １万円以上

定めなし
（但し、７日以上
の据置期間必要）

総 合 口 座 １つの通帳で、普通貯金と定期性貯金がセットされており、定期性貯金を担保
に借り入れもできます。家計のメイン口座としてご利用下さい。

商品・サービスのご案内
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■漁協系統セーフティーネット構築に向けた取り組み
当連合会は、皆様に安心して貯金を預けていただけるよう、平成15年１月に施行された再編

強化法に基づき「マリンバンク安心システム」という新たなセーフティーネットを構築しまし
た。

これまでは、「農水産業協同組合貯金保険制度」と「全国漁協信用事業相互援助制度」の２
つの制度で皆様からお預かりした貯金をお守りしていましたが、このうち「相互援助制度」を
さらにパワーアップさせたのが「マリンバンク安心システム」です。

具体的には、個々の漁協等や信漁連の経営健全性を高い水準で維持することです。
また、万が一経営状況が厳しくなった場合も、早期発見・早期解消する仕組みを措置しまし

た。
皆様からお預りした貯金は、グループ全体でしっかり守るということです。

貯金保険制度

皆　様　の　貯　金

マリンバンク
安心システム

保険料 積立金

保護

農　林　中　央　金　庫

マリンバンク　信漁連

支援

　貯金を保護するた
めの国の公的な制度
です。
　漁協、信漁連、農林
中金などが加入して
おり、加入者が納め
る保険料を原資に、
貯金を一定の範囲で
保護します。

　貯金者を守るため
「ＪＦマリンバンク
中央本部」が信漁連
の経営状況を日頃か
らチェックして健全
な経営維持のため
に、問題を早期発見
し改善することで、
より信頼され利用さ
れる金融機関となる
ための仕組みです。
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●貸 付 業 務
種 類 一 般 資 金 制 度 資 金

手 形 貸 付

一 般 信 用 貸 付
協 会 保 証 付 貸 付
商 手 担 保 貸 付
貯 金 担 保 貸 付

－

証 書 貸 付

一 般 証 書 貸 付
協 会 保 証 付 貸 付
住 宅 資 金
各 種 ロ ー ン

漁 業 近 代 化 資 金
漁 業 経 営 維 持 安 定 資 金
中 山 間 地 域 活 性 化 資 金
農 林 漁 業 共 同 化 資 金

当 座 貸 越
一 般 口 座 貸 越
総 合 口 座 貸 越
カ ー ド ロ ー ン

－

■漁業近代化資金
　☆漁業近代化資金とは？ 

　長期・低利な資金によって、水産業の経営の近代化を図ることを目的とした制度資金です。
漁船建造・漁具取得等の設備資金を中心に幅広い用途の資金が用意されています。

　☆長期・低利な理由は？ 
　借入金に対して国・県からの利子補給がありますので、長期かつ低利でご利用いただけま
す。（市町の上乗せ利子補給がある場合、さらに金利が低くなります。）

種　類 対　象　事　業 返済期間 融　　資　　額

１号資金 20トン未満の漁船の建造・取
得・改造及び附属機器の取得

（漁船）
最長20年
（機器）
最長10年

20トン以上の漁船を使用して漁業を営む
個人・法人
　　　　　……………… 　３億6,000万円以内

水産養殖業を営む法人
　　　　　……………… 　３億6,000万円以内

２つ以上の複合経営者
　　　　　……………… 　３億6,000万円以内

20トン未満の漁船を使用して漁業を営む
個人・法人・水産養殖業を営む個人
　　　　　…………………… 　9,000万円以内

上記以外　…………………… 　1,800万円以内

漁協等　　…………………………　12億円以内

２号資金 20トン以上の漁船の建造・取
得・改造及び附属機器の取得

３号資金 漁船漁具保管修理施設、水産
物加工施設など 最長15年

４号資金 漁場改良造成用機具、水産物
等運搬用機具など 最長７年

５号資金 漁具、養殖用施設など 最長５年

６号資金 水産動植物の種苗の購入・育
成など 最長５年

７号資金 漁業者研修施設、漁家民宿施
設など 最長20年

８号資金
（農林水産
大臣特認）

漁場改良造成施設 最長12年
漁村給排水施設 最長15年
漁家住宅 最長15年
初度的経営 最長５年
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■各種ローン商品

種　　　　　類 使　い　み　ち 返済期間 融　資　額

マ イ カ ー ロ ー ン 自家用車購入、車検
運転免許取得費用、他行借換等 最長10年 1,000万円以内

教 育 ロ ー ン 入学金、授業料、教材費、
在学費用、他行借換等 最長10年 500万円以内

フ リ ー ロ ー ン 必要とする一切の資金 最長10年 500万円以内

リフォームローン 自宅のリフォーム全般 最長15年 500万円以内

住 宅 ロ ー ン 個人住宅新築、土地購入等 最長35年 所要資金の範囲内

カ ー ド ロ ー ン 必要とする一切の資金 ――― 100万円以内

レスキューローン 会員の組合員で喫緊の対応が必要
な資金 最長５年 200万円以内

※上記ローンをご利用の際は、ご契約上の規定、ご返済方法、ご利用限度額等にご留意ください。
※変動金利の金利変更は、原則として年２回（通常４月、10月）行います。

■受託業務
　　①　株式会社　日本政策金融公庫（農林水産事業・国民生活事業）
　　②　独立行政法人　住宅金融支援機構
　　③　独立行政法人　福祉医療機構
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●為替・決済業務
■各種サービス

種　　　　　類 内　　　　　　容

内 国 為 替 サ ー ビ ス 全国の金融機関への振込・代金取立を確実に行います。

年 金 自 動 受 取 国民年金・厚生年金等の年金がお客様の貯金口座へ自動的に振り込ま
れます。

自 動 支 払 サ ー ビ ス
電気・電話・水道・ガス・ＮＨＫ受信料等の公共料金をはじめ、国税、

県税、高校授業料、国民年金保険料等をお客様の貯金口座から自動的に
お支払いいたします。

収 納 代 理
愛媛県税、四国中央市税、今治市税、上島町税、松山市税、伊予市税、

八幡浜市税、西予市税、伊方町税、宇和島市税、愛南町税の支払にご利
用いただけます。

キ ャ ッ シ ュ サ ー ビ ス

キャッシュカードを使って、県内はもちろん全国のＭＩＣＳ提携金融
機関、セブン銀行・ゆうちょ銀行・農協・ローソン銀行・イーネットの
自動機（ATM・CD）から現金を引き出すことができます。

更に、セブン銀行・ローソン銀行・イーネット・ゆうちょ銀行のATM
では、現金の預入も可能になっている他、手数料キャッシュバック等も
おこなっており、ますます便利になっています。

また、キャッシュカードは、従来の磁気ストライプカードに偽造や不
正な読み取りが困難なＩＣチップを搭載した「ＩＣキャッシュカード」
を発行しており、より一層セキュリティを強化したものとなっておりま
すので安心してご利用いただけます。

ク レ ジ ッ ト カ ー ド マリンクレジットカードは、ショッピングやレジャーなどお客様のサ
イン一つでご利用になれる便利なカードです。

Ｊ Ｆ マ リ ン ネ ッ ト
バ ン ク サ ー ビ ス

お手持ちの携帯電話・パソコンに接続されているインターネットから、
残高照会、入出金明細照会、お振込、お振替など各種サービスをご利用
いただけます。

また、税金・保険料・公共料金などの支払いができるマルチペイメン
トネットワークによる収納サービス「Pay・easy（ペイジー）」もご利用
できます。
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●内国為替の取扱手数料
区　　　　　分

本会本支所宛 系統金融機関及び他行宛

文書扱い 電信扱い 文書扱い 電信扱い
振 込 手 数 料 （１件につき）

窓口利用 ３万円未満 220円 200円 440円 550円
３万円以上 440円 660円 770円

自動機利用
（現金、県内JFキャッシュカー
ド、他行・他県キャッシュカー
ドを含む）

３万円未満

無　料 220円３万円以上
ＪＦマリンネット

バンク利用
３万円未満
３万円以上

送 金 手 数 料 （１件につき） 440円 660円
代金取立手数料（注２）（１通につき） （普通扱）660円（至急扱）880円

同一手形交換所内小切手 （１枚につき） 220円
送 金・ 振 込 組 戻 料 （１件につき）

660円不 渡 手 形 返 却 料 （１通につき）
取 立 手 形 組 戻 料 （１通につき）
取立手形店頭呈示料（注３）（１通につき）

（注１）上記手数料には、消費税（10％）が含まれております。
（注２）自店を支払場所とする手形・小切手等の店頭入金は無料といたします。
（注３）取立費用が上記手数料を超過する場合には、その実費及び消費税相当額といたします。

●両替手数料
お　取　扱　枚　数（※） 手　数　料

  100枚以下 無　料
  101枚以上　1,000枚以下 330円
1,001枚以上　2,000枚以下 660円
2,001枚以上　3,000枚以下 990円
3,001枚以上 1,000枚増すごとにプラス330円

（注）上記手数料には、消費税（10％）が含まれております。
（※）「持込枚数合計」または「持帰枚数合計」のいずれか多い方の枚数
　　　（同一金種の新券への交換・記念硬貨の交換は、無料となります。）

●その他の諸手数料
区　　　　　　分 手　数　料

残高証明書発行手数料
定　　　　　　　期（１通につき） 330円
随　　　　　　　時（１通につき） 550円
監　査　法　人　宛（１通につき） 1,100円

再 発 行 手 数 料
通　　　　　　　帳（１冊につき） 550円
証　　　　　　　書（１冊につき） 550円
ICキャッシュカード（１枚につき） 1,352円

（注）上記手数料には、消費税（10％）が含まれております。

手数料一覧
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●自動機手数料
区　　　　　　分 ご利用時間 手数料

JF マ リ ン バ ン ク 全　日 お引出し
お預入れ 　  ８：00～21：00（※） 無料

J A バ ン ク 全　日 お引出し ８：00～21：00 無料

ゆ う ち ょ 銀 行 全　日 お引出し
お預入れ ８：00～21：00 無料

ロ ー ソ ン 銀 行
イ ー ネ ッ ト ATM

（ファミリーマート等）
全　日 お引出し

お預入れ ８：00～21：00 無料

セ ブ ン 銀 行

平　日 お引出し
お預入れ

８：45～18：00
無料

土曜日 ９：00～14：00

平　日

お引出し
お預入れ

８：00～８：45
18：00～21：00

セブン銀行
所定の手数料

（キャッシュバック）土曜日 ８：00～９：00
14：00～21：00

日・祝 ８：00～21：00
伊 予 銀 行
愛 媛 銀 行
高 知 銀 行
三 井 住 友 銀 行
愛 媛 信 用 金 庫
宇 和 島 信 用 金 庫
東 予 信 用 金 庫
川 之 江 信 用 金 庫
そ の 他 Ｍ Ｉ Ｃ Ｓ 提 携 行

全　日 お引出し ８：00～21：00

ＡＴＭ取扱金融機関
所定の手数料がかか
り、時間帯によって
手数料が異なる場合
があります。

（キャッシュバック）

（注）上記手数料には、消費税（10％）が含まれております。
（キャッシュバック）

　ご利用された翌月の５日（休日の場合は翌営業日）に１ヶ月分の利用分を、お客様の口座へ入金い
たします。
　口座解約をされた場合は、利用手数料をキャッシュバックできませんのでご了承ください。
　コンビニエンスストア等に設置の一部ATMにおいては、金融機関が直接ATMを設置している場合、
他ATM運営会社のATMが設置されている場合があり、所定の手数料がかかる場合があります。
　一部ATMが設置されていない店舗もあります。
　ATM設置場所によってはお取扱い時間が異なります。
　上記以外のATMにおいて、所定の手数料がかかる場合、または取扱いができない場合があります。

（※）大三島店（上浦）、吉田店（奥南）ATMのお取扱時間は、平日９：00～17：00、土曜日９：00～
12：00となっております。

　　　また、愛媛県漁協魚島支所内設置ATMのお取扱時間は、平日９：00～17：00となっております。
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漁協系統組織は、漁業者（組合員）が協同して経済活動を行い、相互の事業と暮らしの向上を
図るだけでなく、協同組合原則の一つである「地域社会の発展のための貢献」を掲げ、国民への
食糧供給者としての役割を担っています。

当連合会は、ＪＦマリンバンクえひめのイメージキャラクター「浜鯛長」の着ぐるみを県下イ
ベント（ぎゅぎゅっと愛南！夏の陣、えひめ・まつやま産業まつりなど）に参加させ、地域住民
の方々との触れ合いや漁協女性部が作る水産加工品を通じて魚食普及に努め地域活性化に取り組
みました。

また、漁業にかかる設備資金や運転資金を積極的に融通し、漁業者の経営継続、経営改善を必
要とする漁協への支援を金融面から支えるなど、水産業の発展及び漁村振興の一翼を担っていま
す。

漁協女性部との連携 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
愛媛県漁協女性部連合会の事務局を通して、小学校

への訪問授業をはじめとした魚食普及活動、海浜清掃
活動、漁船海難遺児募金活動等に取り組んでいます。

本年度は、愛媛県の委託事業である「漁村女性組織
活性化支援事業」を積極的に活用し、加工品のＰＲ活
動を行うことにより商品等の見直しを図る「商品レ
ビュー事業」や、地元水産物を利用した加工品の開発
や改良、生産体制整備の改善等を図る「活動力ＵＰ事
業」を実施し、漁村女性による漁家経営の安定化や漁村地域の活性化を目指しています。

また、愛媛県の補助事業である「高齢化時代に対
応した水産加工品の実践活用支援事業」では、専門
家のサポートにより地元高校生と漁協女性部がコラ
ボした商品開発の取り組みや、愛媛県魚食普及推進
協議会の事業を活用し、小学校や高校でおさかな料
理教室を実施するなど魚食普及に努めました。

６次産業化等への取り組み ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
６次産業化に対して様々な協力をしています。
生産・加工・販売に亘る６次産業化の円滑な推進へ、オール愛媛体制でサポートを行う「え

ひめ６次産業化推進チーム会議」や、宇和海の水産業活性化を図り６次産業化を担う人材を育
成するための「2019えひめ水産イノベーション人材育成公開セミナー」に参加しました。

地域の活性化のための取組状況
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●令和元年７月　　令和元年度年金・相続対応研修会開催

●令和元年９月　　令和元年度コンプライアンス研修会開催

●　　 〃 　　　　令和元年度信用事業担当者会議開催

●令和２年２月　　令和元年度臨時総会開催

●令和２年４月　　令和2年度臨時総会開催

●令和２年６月　　第71回通常総会開催

トピックス
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●貯　　金
本年度の貯金業務は、令和元年度推進方策に基づき、定期性貯金キャンペーンの推進や、家

計メイン化対策（公共料金等口座振替等）・組合員の資産形成のための積立型貯金の推進等に
取り組みました。

定期性貯金運動については、夏季、冬季において指定金利 0.10％、春季は指定金利0.05％に
海産物セットを懸賞品とした特別推進を実施した結果、低金利に魅力がなかったこと、魚価低
迷等を要因に獲得額は伸び悩み、目標50億円に対して28億円の実績となりました。

家計メイン化対策の取り組みについては、水揚代金振込、マリンネットバンク、マリンクレ
ジット契約、公共料金等口座振替指定でプレゼントを進呈する取り組みを行ったところ、主に
共済掛金等の口座振替指定の獲得により、前期を大きく上回る298件の実績となりました。

組合員限定で資産形成を目的とした豊漁だんだん貯金（積立型定期）の推進は、目標100件
に対し、29件の実績となりました。

当期末の残高は850憶円の計画に対し825憶円の実績となり、平残は850憶円の計画に対し、
881憶円の実績となりました。

 （単位：億円、％）

区 分 前年度残高
（Ａ）

本年度残高
（Ｂ）

増加額
（Ｂ）－（Ａ）＝（Ｃ）

令和元年度目標
（Ｄ）

増加率
（Ｃ）／（Ａ）

目標達成率
（Ｂ）／（Ｄ）

残 高 878 825 △ 53 850 △ 6.0 97.1
平 均 残 高 877 881 4 850 0.5 103.6

●貸 出 金
　本年度の貸出業績は、令和元年度事業推進プランに基づき、融資推進として渉外担当者が融
資取引先への訪問頻度を上げ、信頼関係の構築に取り組み、特に当事業年度は提案型融資取り
組みとして、特別推進先191先を選定して数回に亘り個別提案を行いました。さらに、国の施
策である競争力強化型機器等導入緊急対策事業における近代化資金の補助残融資等により貸付
残高の維持・増加にも取り組み、また、７月に発生したアコヤ稚貝大量へい死の被害を受けた
方への漁業者緊急支援資金の償還条件緩和対応や、令和２年２月頃からの新型コロナウイルス
感染症の影響を受けた漁業者への期限延長等対応した結果、期末平残は前年度比３億円減少の
321億円、残高は前年度比18億円増加の312億円となりました。

 （単位：億円、％）

区 分 前年度残高
（Ａ）

本年度残高
（Ｂ）

増加額
（Ｂ）－（Ａ）＝（Ｃ）

令和元年度目標
（Ｄ）

増加率
（Ｃ）／（Ａ）

目標達成率
（Ｂ）／（Ｄ）

残 高 294 312 18 － 6.1 －
平 均 残 高 324 321 △ 3 320 △ 0.9 100.3

業　　績
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●財務収支・自己資本比率
　収支につきましては、貸出金利息等の運用収益の減少がありましたが、農林中央金庫からの
受取奨励金及び出資配当金の増加により、経常利益は、計画比25百万円増の100百万円の実績
となり、当期剰余金は、計画比32百万円増の76百万円の実績となりました。
　また、金融機関の安全性・健全性を示す自己資本比率は、「新BIS規制（バーゼルⅢ）」に従っ
た算定の結果、16.38％となり、国内基準（最低所要自己資本比率）の４％及び系統内ルール
に示された漁協信用事業実施要件である８％を大きく上回り高い水準を確保しております。

 （単位：百万円）

区　　　分 前年度末
（Ａ）

本年度末
（Ｂ）

増　　減
（Ｂ）－（Ａ）＝（Ｃ）

経 常 利 益 132 100 △ 32
当 期 剰 余 金 32 76 44
自 己 資 本 比 率 16.57％ 16.38％ △ 0.19％
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 （単位：百万円）
資　　産　　の　　部 負債及び純資産の部

科　　　目 平成30年度末 令和元年度末 科　　　目 平成30年度末 令和元年度末
（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ）
現 金 883 778 貯 金 87,823 82,463
預 け 金 60,717 52,784 当 座 貯 金 31 26

系 統 預 け 金 58,739 50,747 普 通 貯 金 30,373 28,709
系 統 外 預 け 金 1,978 2,037 貯 蓄 貯 金 19 18

有 価 証 券 ― 796 通 知 貯 金 5 5
社 債 ― 796 別 段 貯 金 1,750 1,629

貸 出 金 29,414 31,227 定 期 貯 金 55,008 51,434
手 形 貸 付 金 8,945 10,429 積 立 定 期 貯 金 172 187
証 書 貸 付 金 15,169 15,303 定 期 積 金 465 455
当 座 貸 越 916 1,111 借 用 金 2,900 2,800
金 融 機 関 貸 付 4,384 4,384 証 書 借 入 金 2,900 2,800

そ の 他 資 産 198 198 そ の 他 負 債 290 379
未 決 済 為 替 貸 2 1 貸 付 留 保 金 128 181
前 払 費 用 1 1 未 払 法 人 税 等 2 2
未 収 収 益 108 95 従 業 員 預 り 金 32 35
そ の 他 の 資 産 87 101 未 決 済 為 替 借 25 9

固 定 資 産 373 348 未 払 費 用 70 74
有 形 固 定 資 産 371 347 前 受 収 益 28 65
無 形 固 定 資 産 2 1 そ の 他 の 負 債 5 13

外 部 出 資 6,718 6,718 諸 引 当 金 286 286
系 統 出 資 5,526 5,526 賞 与 引 当 金 14 15
系 統 外 出 資 1,192 1,192 退 職 給 付 引 当 金 180 197

長期前払費用 ― 42 役員退職慰労引当金 26 30
繰延税金資産 128 124 特定債務者支援引当金 66 44
債務保証見返 19 16 債 務 保 証 19 16
貸 倒 引 当 金 △ 220 △ 104 負債の部計 91,318 85,944

（純資産の部）
会 員 資 本 6,912 6,983
出 資 金 1,538 1,553
利益剰余金 5,374 5,430
利 益 準 備 金 1,973 1,983
そ の 他 利 益 剰 余 金 3,401 3,447

任 意 積 立 金 3,369 3,369
当期未処分剰余金 32 78
う ち 当 期 剰 余 金 32 76
純 資 産 の 部 計 6,912 6,983

合　　　　　計 98,230 92,927 合　　　　　計 98,230 92,927

貸借対照表
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 （単位：百万円）
科　　　　　　　　目 平成30年度 令和元年度

経 常 収 益 1,075 1,051
 資 金 運 用 収 益 891 881
  貸 出 金 利 息 573 514
  預 け 金 利 息 6 5
  有 価 証 券 利 息 配 当 金 ― 4
  受 入 雑 利 息 0 0
  受 取 奨 励 金 280 337
  受 取 特 別 配 当 金 32 21
 役 務 取 引 等 収 益 20 20
  内 国 為 替 受 入 手 数 料 16 16
  そ の 他 受 入 手 数 料 4 4
  そ の 他 の 役 務 取 引 等 収 益 0 0
 そ の 他 事 業 収 益 91 140
  受 取 出 資 配 当 金 91 139
  受 取 助 成 金 0 1
 そ の 他 経 常 収 益 73 10
  貸 倒 引 当 金 戻 入 益 46 ―
  そ の 他 の 経 常 収 益 27 10
経 常 費 用 943 951
 資 金 調 達 費 用 100 88
  貯 金 利 息 81 70
  支 払 雑 利 息 0 0
  支 払 奨 励 金 19 18
 役 務 取 引 等 費 用 10 10
  内 国 為 替 支 払 手 数 料 4 4
  そ の 他 支 払 手 数 料 1 1
  そ の 他 の 役 務 取 引 等 費 用 5 5
 そ の 他 事 業 費 用 16 13
  融 資 保 険 料 2 2
  支 払 助 成 金 5 4
  事 業 推 進 費 9 7
  債 権 管 理 費 0 0
 事 業 管 理 費 817 830
 そ の 他 経 常 費 用 0 10
  貸 倒 引 当 金 繰 入 額 ― 10
  そ の 他 の 経 常 費 用 0 0
経 常 利 益 132 100
特 別 利 益 ― ―
特 別 損 失 92 18
  固 定 資 産 処 分 損 0 ―
  出 資 金 放 棄 損 92 ―
  そ の 他 の 特 別 損 失 ― 18
税 引 前 当 期 利 益 40 82
法人税、住民税及び事業税 2 2
法 人 税 等 調 整 額 6 4
当 期 剰 余 金 32 76
前 期 繰 越 剰 余 金 ― 2
当 期 未 処 分 剰 余 金 32 78

損益計算書
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Ⅰ．継続組合の前提に関する注記
　　該当ありません。
Ⅱ．重要な会計方針に係る事項に関する注記

１．有価証券の評価基準及び評価方法は次のとおりであります。
　⑴　満期保有目的の債券は、償却原価法（定額法）によっております。
　⑵　外部出資に計上したその他有価証券の評価は、移動平均法による原価法です。
２．固定資産の減価償却の方法は次のとおりであります。
　⑴　有形固定資産

①減価償却資産の償却方法は定率法です。
②平成10年４月１日以降取得の建物の償却方法は定額法です。
③平成28年４月１日以降取得の建物付属設備及び構築物の償却方法は定額法です。
④取得価額10万円以上20万円未満の一括償却資産については、３年間で均等償却を行っております。
⑤平成15年４月１日以降に取得した30万円未満の少額減価償却資産については取得時に費用処理し

ております。
⑥耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

　⑵　無形固定資産
当会利用のソフトウェアについては、当会における利用可能期間（５年）に基づく定額法によ

り償却しております。
３．引当金の計上基準は次のとおりであります。

⑴　貸倒引当金は、「経理規程」、「資産自己査定実施規程」及び「償却及び引当金計上基準」に則り、
次のとおり計上しております。

破産、特別清算等、法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下、「破綻先」という。）
に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下、「実質破綻先」という。）に係る債権につ
いては、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を
計上しております。

また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務
者（以下、「破綻懸念先」という。）に係る債権については、債権額から担保の処分可能見込額及
び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち債務者の支払能力を総合的に判断し、必
要と認める額を計上しております。

なお、破綻懸念先に対する債権のうち債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・
フローを合理的に見積ることができる債権については、当該キャッシュ・フローを当会の貸出
シェアーで按分した金額と債権の帳簿価額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見
込額を控除した残額との差額を引き当てています。

上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基
づき算定した額と税法基準に基づき算定した繰入限度額とを比較し、いずれか多い額（当事業年
度は税法基準を採用）を計上しております。

すべての債権は、「資産自己査定実施規程」に基づき、資産査定部署が資産査定を実施し、当該
部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。

⑵　退職給付引当金は、職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務（当事
業年度末時点の自己都合要支給額を退職給付債務とする簡便法）に基づき必要額を計上しており
ます。

⑶　賞与引当金は、職員への賞与支払いに備えるため、職員に対する賞与の見込額のうち、当事業
年度に帰属する額を計上しております。

注 記 表
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⑷　役員退職慰労引当金は、役員の退職慰労金支出に備えるため、「常勤理事退任慰労金支給規程」、
「非常勤理事退任等慰労金支給規程」、「常勤監事退任慰労金支給規程」及び「非常勤監事退任等慰
労金支給規程」に基づく当事業年度末の要支給額を計上しております。

⑸　特定債務者支援引当金は、再建支援を行っている特定の債務者に対する支援により、将来発生
が見込まれる損失額を合理的に見積り計上しております。

４．リース取引の処理方法は次のとおりであります。
所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、重要性の乏しいものについては、通常の賃貸

借取引に準じた会計処理によっております。
５．消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式です。
Ⅲ．会計方針の変更に関する注記　

　該当ありません。
Ⅳ．表示方法の変更に関する注記

　該当ありません。
Ⅴ．会計上の見積りの変更に関する注記　

　該当ありません。
Ⅵ．誤謬の訂正に関する注記　

　該当ありません。
Ⅶ．貸借対照表に関する注記　

１．有形固定資産の減価償却累計額は962,041,458円、圧縮記帳累計額は38,159,663円（うち当期圧縮記
帳額は０円）です。

２．担保に供している資産は次のとおりであります。
　　担保に供している資産
　　　　　　系統預け金 6,000,000,000円
　　　　　　系統外預け金 300,000,000円
　　担保資産に対応する債務
　　　　　　未決済為替 7,324,660円
３．理事及び監事に対する金銭債権の総額3,750,114,512円です。

ただし、総合口座取引における当座貸越又は貯金を担保とする貸出金（担保とされた貯金の額を
超えないものに限る。）は、この限りではありません。

４．理事及び監事に対する金銭債務はありません。
　　ただし、貯金はこの限りではありません。
５．リスク管理債権の内訳は次のとおりであります。

⑴　貸出金のうち破綻先債権額は０円、延滞債権額は5,885,351,604円です。
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由

により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出
金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施
行令（昭和40年政令第97号）第96条第１項第３号のイからホまでに掲げる事由又は同項第４号に
規定する事由が生じているものです。また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破
綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予したもの以外
のものです。

⑵　貸出金のうち、３ヶ月以上延滞債権額は該当ありません。
なお、３ヶ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３ヶ月以上延滞

している貸出金で、破綻先債権及び延滞債権に該当しないものです。
⑶　貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は該当ありません。

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減
免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸
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出金で、破綻先債権、延滞債権及び３ヶ月以上延滞債権に該当しないものです。
⑷　破綻先債権額、延滞債権額、３ヶ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は

5,885,351,604円です。
なお、上記⑴から⑷に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額です。

６．当座貸越契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件につい
て違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契
約に係る融資未実行残高は、324,852,199円であります。このうち原契約期間が１年以内のものが
324,852,199円あります。

　　なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高その
ものが必ずしも将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多
くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、契約極度額の減額及び
貸越の中止又は本契約の解除をすることができる旨の条項が付けられております。

Ⅷ．損益計算書に関する注記　
１．当事業年度において固定資産の減損損失を以下のとおり特別損失に計上しました。
　⑴　グルーピングの方法

業務用資産については、当会全体を１つの資産としてグルーピングしております。また、遊休
資産及び賃貸資産については、物件毎に個別の資産グループとしております。

　⑵　当事業年度において減損損失を認識した資産又は資産グループ
　　　　　場所　　　　用途　　　　　　種類　　　　減損損失
　　　　　愛南町　　　遊休資産　　　　土地 　　17,557,204円
　⑶　減損損失の認識に至った経緯

遊休資産については今後の使用見込みがなく、かつ土地の時価が著しく減少しているため、こ
れらの資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として認識しておりま
す。

　⑷　回収可能価額の算定方法
遊休資産の回収可能価額については正味売却価額としており、正味売却価額は原則として不動

産鑑定評価額に基づき、重要性が乏しい不動産については適切に市場価格を反映していると考え
られる指標に基づいて算定しております。

Ⅸ．金融商品に関する注記　
１．金融商品の状況に関する事項
　⑴　金融商品に対する取組方針

当会は、愛媛県を事業区域として、地元の漁業者等が組合員となっている各地のＪＦが会員と
なって運営されている協同組織金融機関であり、主に会員およびその組合員（以下、所属員とい
う。）に対して貯金の受入や事業資金の貸付等の信用事業を行っており、これに伴う金融商品を有
しております。

当会は、貯金を原資として、資金を必要とする所属員等に貸付を行っております。また、残っ
た資金は農林中央金庫に預け入れるほか、社債による運用を行っております。

　⑵　金融商品の内容及びそのリスク
当会が保有する金融資産は、取引先等に対する貸出金及び有価証券であり、貸出金は顧客の契

約不履行によってもたらされる信用リスクに晒されております。決算日現在における貸出金のう
ち、82％は水産業に対するものであり、当該水産業をめぐる経済環境等の状況の変化により、契
約条件に従った債務履行がなされない可能性があります。また、有価証券は社債であり、満期保
有目的で保有しております。

借入金については会員の組合員への個別貸出に係る原資として借り入れた、農林中央金庫から
の日銀成長基盤強化支援資金です。

　⑶　金融商品に係るリスク管理体制
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　　①信用リスクの管理
当会は、個別の重要案件又は大口案件については理事会において対応方針を決定しております。

また、通常の貸出取引については、本所に業務統括本部融資課を設置し、各支所との連携を図り
ながら与信審査を行っております。審査に当たっては、取引先のキャッシュ・フローなどにより
償還能力の評価を行うとともに、担保評価基準など厳格な審査基準を設けて、与信判定を行って
おります。貸出取引において資産の健全性の維持・向上を図るため、資産の自己査定を厳正に行っ
ております。不良債権については管理・回収方針を作成・実施し、資産の健全化に取り組んでい
ます。また、資産自己査定の結果、貸倒引当金については「償却及び引当金計上基準」に基づき
必要額を計上し、資産及び財務の健全化に努めております。

有価証券の発行体の信用リスクに関しては、経営管理本部企画管理課において信用情報や時価
の把握を定期的に行うこととしております。

　　②市場リスクの管理
当会では、金利リスク、価格変動リスクなどの市場リスクを的確に管理することにより、収益

化及び財務の安定化を図っております。このため、財務の健全性維持と収益力強化とのバランス
を重視し、資産・負債の金利感応度分析などを実施し、金融情勢の変化に機敏に対応できる柔軟
な財務構造の構築に努めております。

とりわけ有価証券運用については、市場動向や経済見通しなどの投資環境分析及び当会の保有
有価証券ポートフォリオの状況やALMなどを考慮し、理事会において運用方針を定めるととも
に、経営層で構成するALM委員会を定期的に開催して、日常的な情報交換及び意思決定を行っ
ております。運用部門は、理事会で決定した運用方針及びALM委員会で決定された方針などに
基づき、有価証券の売買を行っています。運用部門が行った取引についてはリスク管理部門が適
切な執行を行っているかどうかチェックし、定期的にリスク量の測定を行い、経営層に報告して
おります。

当会で保有している金融商品はすべてトレーディング目的以外の金融商品であります。当会に
おいて、主要なリスク変数である金利リスクの影響を受ける主たる金融商品は、「預け金」、「有価
証券」、「貸出金」、「貯金」、「借入金」 です。

当会では、これらの金融資産及び金融負債について、期末後１年程度の金利の合理的な予想変
動幅を用いた経済価値の変動額を、金利の変動リスクの管理にあたっての定量的分析に利用して
おります。

金利以外のすべてのリスク変数が一定であると仮定し、当事業年度末現在、指標となる金利が
0.10％減少したものと想定した場合には、経済価値が9,943,283円減少するものと把握しておりま
す。

当該変動額は、金利を除くリスク変数が一定の場合を前提としており、金利とその他のリスク
変数の相関を考慮しておりません。また、金利の合理的な予想変動幅を超える変動が生じた場合
には、算定額を超える影響が生じる可能性があります。

　　③資金調達に係る流動性リスクの管理
当会は、資金繰りリスクについては、運用・調達について月次の資金計画を作成し安定的な流

動性の確保に努めています。また、市場流動性リスクについては、投資判断を行う上で重要な要
素と位置付け、商品毎に異なる流動性を把握したうえで、運用方針などの策定の際に検討を行っ
ております。

　⑷　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価（時価に代わるものを含む）には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

ない場合には合理的に算定された価額（これに準ずる価額を含む）が含まれております。当該価
額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
該価額が異なることもあります。

２．金融商品の時価等に関する事項
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当事業年度末における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（４．
参照のこと）。

 （単位：円）
貸借対照表計上額 時　価 差　額

（１）現　金 777,935,501 777,935,501 0
（２）預け金 52,784,148,248 52,784,209,712 61,464
（３）有価証券 795,781,160 712,042,200 △83,738,960
　 　満期保有目的の債券 795,781,160 712,042,200 △83,738,960

（４）貸出金 31,227,091,421
　 　貸倒引当金（※） △104,424,288

31,122,667,133 34,940,630,925 3,817,963,792
資産計 85,480,532,042 89,214,818,338 3,734,286,296

（１）貯　金 82,462,878,693 82,497,366,765 34,488,072
（２）借入金 2,800,000,000 2,800,000,000 0
負債計 85,262,878,693 85,297,366,765 34,488,072

　　（※）貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。

３．金融商品の時価の算定方法は次のとおりであります。
　資　産
　⑴　預け金

満期のない預け金及び満期のある変動金利の預金については、短期間で市場金利を反映するた
め、当該帳簿価額によっております。

満期のある固定金利の預け金については、期間に基づく区分毎に、新規に預け入れた場合に想
定される預金金利で元利金の合計額を割り引いた現在価値を算定しております。

　⑵　有価証券
債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。

　⑶　貸出金
貸出金のうち変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸付先の信用状態が

実行後大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっ
ております。

一方、固定金利のうち証書貸付金によるものは、回収見込額等に基づいて貸倒引当金を計上し
ているため、時価は、貸出金の期間に基づく区分毎に、元利金の合計額を貨幣の時間価値のみを
反映した無リスクの利子率であるＬＩＢＯＲ・円ＳＷＡＰレートで割り引いた額から決算日現在
の貸倒引当金を控除して時価に代わる金額として算定しております。

上記以外の手形貸付、割引手形については、短期間で償還されることから、時価は簿価と近似
しているものと想定されるため、帳簿価額を時価としております。

また、延滞口座、特殊回収口座、期限の利益喪失口座については、見積将来キャッシュ・フロー
の現在価値、又は、担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、
時価は決算日における貸借対照表価額から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似しており、当
該価額をもって時価としております。

なお、貸出金のうち、当該貸付を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設け
ていないものについては、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似している
ものと想定されるため、帳簿価額を時価としております。

負　債
　⑴　貯金

要求払貯金については、決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしており
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ます。変動金利の定期貯金については、短期間で市場金利を反映するため、当該帳簿価額によっ
ております。

また、固定金利の定期貯金の時価は、一定の期間毎に区分して、将来のキャッシュ・フローを
割り引いて現在価値を算定しております。その割引率は、決算日時点で新規に貯金を受け入れる
際に使用している利率を用いております。

　⑵　借入金
長期借入金は、固定金利によるものであり、一定の期間毎に区分した当該長期借入金の元利金

の合計額を同様の借入において想定される利率で割り引いて現在価値を算定しております。
４．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりであり、２．の金融商品の

時価情報には含まれておりません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 （単位：円）

区　　　分 貸借対照表計上額

①系 統 出 資（※１） 5,525,990,000

②系統外出資（※１） 1,191,522,500

合　　　計 6,717,512,500

（※１）系統出資及び系統外出資については、市場価格がなく、時価を把握することが
　　　　極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。

５．金融債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額は次のとおりであります。
 　（単位：円）

１年以内 １年超２年以内 ２年超３年以内 ３年超４年以内 ４年超５年以内 ５年超

預け金 52,784,148,248 0 0 0 0 0

有価証券 0 0 0 0 0 800,000,000

　満期保有目的の債券 0 0 0 0 0 800,000,000

貸出金（※） 16,376,373,679 3,776,597,760 1,792,672,752 1,170,750,417 857,274,508 6,034,040,600

合　計 69,160,521,927 3,776,597,760 1,792,672,752 1,170,750,417 857,274,508 6,834,040,600

（※）貸出金のうち、延滞口座、特殊回収口座、期限の利益喪失口座等の1,219,381,705円は、含めておりません。なお、
一部の金融機関向けの貸出金4,384,000,000円は、５年超に含めております。

６．貯金、借入金の決算日後の返済予定額は次のとおりであります。
 　（単位：円）

１年以内 １年超２年以内 ２年超３年以内 ３年超４年以内 ４年超５年以内 ５年超

貯金（※） 74,622,233,723 6,498,964,251 1,309,381,519 26,245,745 5,977,455 76,000

借入金 2,100,000,000 700,000,000 0 0 0 0

合　計 76,722,233,723 7,198,964,251 1,309,381,519 26,245,745 5,977,455 76,000

（※）貯金のうち、要求払貯金30,387,200,895円については「１年以内」に含めて開示しております。
　　　また、貯金のうち定期積金は元金のみ開示し、給付補てん備金については含めておりません。

Ⅹ．有価証券に関する注記
　１．有価証券の時価、評価差額等に関する事項は次のとおりであります。
　　⑴　満期保有目的の債券で時価のあるもの

 貸借対照表計上額 時価 差額
時価が貸借対照表 社債 795,781,160円 712,042,200円 △ 83,738,960円
計上額を超えないもの 合計 795,781,160円 712,042,200円 △ 83,738,960円

⑵　当事業年度中において、保有目的が変更となった有価証券はありません。
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Ⅺ．退職給付に関する注記
１．退職給付債務等の内容は次のとおりであります。

⑴　採用している退職給付制度の概要
職員の退職給付にあてるため、退職給付規程に基づき、退職一時金制度を採用しております。
なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計上にあたっては「退職給付に関する会計基準」（企

業会計基準委員会平成28年12月16日）に基づき、簡便法により行っております。
⑵　退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

　　　期首における退職給付引当金 180,446,118円
　　　退職給付費用  　16,873,610円 
　　　期末における退職給付引当金 197,319,728円

⑶　退職給付債務及び貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
　　　退職給付債務 197,319,728円
　　　退職給付引当金 197,319,728円

⑷　退職給付に関連する損益
　　　簡便法で計算した退職給付費用 16,873,610円

２．福利厚生費には、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林
漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第57条の規定に基づき、旧農林共済組合（存続
組合）が行う特例年金給付等の業務に要する費用に充てるため拠出した特例業務負担金3,563,998円
を含めて計上しております。

　　なお、同組合より示された令和２年３月現在における令和14年３月までの特例業務負担金の将来
見込額は41,479千円となっております。

Ⅻ．税効果会計に関する注記
　１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の主な内訳は、次のとおりであります。

繰延税金資産

　税務上の繰越欠損金(※1) 104,285,866円

　貸倒引当金超過額 3,949,563円

　固定資産減損処理額 19,777,824円

　賞与引当金超過額 4,297,020円

　退職給付引当金超過額 54,578,637円

　役員退職慰労引当金超過額 8,183,875円

　減価償却限度超過額 33,580,822円

　特定債務者支援引当金超過額 12,170,400円

　未収収益不計上否認分 582,202円

　　繰延税金資産小計 241,406,209円

　税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額（※１） △21,272,937円

　将来減算一時差異の合計に係る評価性引当額 △96,216,472円

　　評価性引当額小計 △117,489,409円

　繰延税金資産合計 123,916,800円
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（※１） 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額 （単位：円）

１年以内 １年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内 ５年超 合計

税務上の繰越欠損金（a） ― ― ― ― ― 104,285,866 104,285,866

評価性引当額 ― ― ― ― ― △ 21,272,937 △ 21,272,937

繰延税金資産 ― ― ― ― ― 83,012,929 83,012,929(b)

（a）　税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
（b）　税務上の繰越欠損金については、将来の課税所得が見込まれることにより、一部を回収可能と判断しており

ます。

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差
異の原因となった主要な項目別の内訳は、次のとおりであります。

法定実効税率 27.66%

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 2.40%

教育情報資金 △1.69%

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △23.46%

住民税均等割 2.51%

評価性引当額の増減 △4.64%

その他 4.00%

税効果会計適用後の法人税等の負担率 6.78%

ⅩⅢ．賃貸等不動産に関する注記
　　　該当する重要な事項はありません。
ⅩⅣ．リースにより使用する固定資産に関する注記
　　　該当ありません。
ⅩⅤ．資産除去債務に関する注記
　　　該当する重要な事項はありません。
ⅩⅥ．重要な後発事象に関する注記
　　　該当ありません。
ⅩⅦ．その他の注記
　　　該当ありません。
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 （単位：百万円）
科　　　　　　　　目 平成30年度 令和元年度

１　事業活動によるキャッシュ・フロー
 税引前当期利益 40 82
 減価償却費 11 11
 減損損失 ― 18
 貸倒引当金の増減額（△は減少） △ 46 △ 115
 退職給付引当金の増減額（△は減少） △ 14 17
 その他の引当金・積立金の増減額（△は減少） △ 409 △ 17
 資金運用収益 △ 891 △ 881
 資金調達費用 100 88
 固定資産処分損益 0 －
 貸出金の純増減（△は純増） 1,410 △ 1,813
 預け金の純増減（△は純増） △ 6,000 6,000
 貯金の純増減（△は純増） 3,665 △ 5,360
 借用金の純増減（△は純増） 500 △ 100
 教育情報資金 ― △ 5
 その他 11 △ 8
 資金運用による収入 886 931
 資金調達による支出 △ 126 △ 84
  　　小　　計 △ 863 △ 1,236
 法人税等の支払額 △ 3 △ 2
  事業活動によるキャッシュ・フロー △ 866 △ 1,238
２　投資活動によるキャッシュ・フロー
 有価証券の取得による支出 ― △ 796
 固定資産の取得による支出 △ 4 △ 4
 固定資産の売却による収入 ― 0
 外部出資による支出 △ 795 ―
 外部出資の売却等による収入 479 ―
  投資活動によるキャッシュ・フロー △ 320 △ 800
３　財務活動によるキャッシュ・フロー
 出資の増額による収入 ― 25
 出資金の払戻による支出 △ 34 △ 10
 出資配当金の支払額 ― △ 15
 処分未済持分の払戻による収入 34 ―
  財務活動によるキャッシュ・フロー ― 0
４　現金及び現金同等物に係る換算差額 ― ―
５　現金及び現金同等物の増加額（又は減少額） △ 1,186 △ 2,038
６　現金及び現金同等物の期首残高 9,486 8,299
７　現金及び現金同等物の期末残高 8,300 6,261

キャッシュ・フロー計算書
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 （単位：百万円）

科　　　　　　　　目
金　　　　　　額

平成30年度 令和元年度

当 期 未 処 分 剰 余 金 32 78

剰 余 金 処 分 額 25 54

利 益 準 備 金 10 16

出 資 配 当 金 15 38

次 期 繰 越 剰 余 金 7 24

（脚注）　１.　出資金の配当率　2.5％
２．次期繰越剰余金に含まれる水産業協同組合法第55条第７項に掲げる教育情報資金

の額は、5,000,000円であります。

剰余金処分計算書
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●種類別・貯金者別貯金残高
 （単位：百万円）

項　　　　　　目 平成30年度末 令和元年度末
金　額 構成比 金　額 構成比

当
座
性
貯
金

当 座 貯 金 31 0.1% 26 0.0%
普 通 貯 金 30,373 34.6% 28,709 34.8%
貯 蓄 貯 金 19 0.0% 18 0.0%
通 知 貯 金 5 0.0% 5 0.0%
別 段 貯 金 1,750 2.0% 1,629 2.0%

計 32,178 36.7% 30,387 36.8%

定
期
性
貯
金

定 期 貯 金 55,008 62.6% 51,434 62.4%
う ち 固 定 自 由 金 利 定 期 55,008 62.6% 51,434 62.4%
う ち 変 動 自 由 金 利 定 期 0 0.0% 0 0.0%

積 立 定 期 貯 金 172 0.2% 187 0.2%
定 期 積 金 465 0.5% 455 0.6%

計 55,645 63.3% 52,076 63.2%
合　　　　　　　計 87,823 100.0% 82,463 100.0%

貯
金
者
区
分
残
高

員
　
内

会 員 8,143 9.3% 6,627 8.0%
組 合 員 直 接 預 り 24,699 28.1% 24,723 30.0%

計 32,842 37.4% 31,350 38.0%

員
　
外

地 方 公 共 団 体 5,854 6.7% 5,982 7.3%
金 融 機 関 － － ― ―
そ の 他 49,127 55.9% 45,131 54.7%

計 54,981 62.6% 51,113 62.0%
（注１）固定自由金利定期：預入時に満期までの利率が確定する自由金利定期貯金
（注２）変動自由金利定期：預入期間中の市場金利の変化に応じて金利が変動する自由金利定期貯金
（注３）員外その他には、「会員の正組合員家族」「会員の准組合員家族」を含む

●科目別貯金平均残高
 （単位：百万円）

項　　　目 平成30年度 令和元年度 増　減金　額 構成比 金　額 構成比
流 動 性 貯 金 25,636 29.2% 27,185 30.9% 1,549
定 期 性 貯 金 59,315 67.6% 58,181 66.1% △ 1,134
そ の 他 の 貯 金 2,766 3.2% 2,691 3.0% △ 75

計 87,717 100.0% 88,057 100.0% 340
譲 渡 性 貯 金 － － － － －
合 計 87,717 100.0% 88,057 100.0% 340

（注１）流動性貯金＝当座貯金＋普通貯金＋貯蓄貯金＋通知貯金
（注２）定期性貯金＝定期貯金＋積立定期貯金＋定期積金

●財形貯蓄残高
　　該当ありません。

貯　　金
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●種類別・使途別・貸出者別貸出金残高
 （単位：百万円）

項　　　目
平成30年度末 令和元年度末

増　減
金　額 構成比 金　額 構成比

割 引 手 形 ― ― ― ― ―
手 形 貸 付 8,945 30.4% 10,429 33.4% 1,484
証 書 貸 付 15,169 51.6% 15,303 49.0% 134
当 座 貸 越 916 3.1% 1,111 3.6% 195
金 融 機 関 貸 付 4,384 14.9% 4,384 14.0% 0
合 計 29,414 100.0% 31,227 100.0% 1,813
固 定 金 利 貸 出 29,164 99.2% 31,023 99.3% 1,859
変 動 金 利 貸 出 250 0.8% 204 0.7% △ 46
設 備 資 金 6,732 22.9% 8,527 27.3% 1,795
運 転 資 金 22,682 77.1% 22,700 72.7% 18

貸
出
者
区
分
残
高

員
　
内

会 員 7,856 26.7% 7,341 23.5% △ 515
組合員直接貸付 16,173 55.0% 18,299 58.6% 2,126

計 24,029 81.7% 25,640 82.1% 1,611

員
　
外

地 方 公 共 団 体 ― ― ― ― ―
金 融 機 関 4,384 14.9% 4,384 14.0% 0
そ の 他 1,001 3.4% 1,203 3.9% 202

計 5,385 18.3% 5,587 17.9% 202

●科目別貸出金平均残高
 （単位：百万円）

項　　　目
平成30年度 令和元年度

増　減
金　額 構成比 金　額 構成比

割 引 手 形 ― ― ― ― ―
手 形 貸 付 9,819 30.3% 10,546 32.9% 727
証 書 貸 付 16,922 52.2% 15,859 49.4% △ 1,063
当 座 貸 越 1,081 3.3% 1,282 4.0% 201
金 融 機 関 貸 付 4,583 14.2% 4,384 13.7% △ 199
合 計 32,405  100.0% 32,071  100.0% △ 334

貸　出　金
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●貸出金担保別内訳
 （単位：百万円）

項　　　目 平成30年度末 令和元年度末 増　　減
貯 金 等 6,138 6,233 95
有 価 証 券 ― ― ―
動 産 2,033 3,437 1,404
不 動 産 5,806 6,100 294
そ の 他 担 保 物 ― ― ―

担　　　保　　　計 13,977 15,770 1,793
漁 信 基 保 証 10,439 10,281 △ 158
そ の 他 保 証 318 344 26

保　　証　　計 10,757 10,625 △ 132
信 用 4,680 4,832 152
合 計 29,414 31,227 1,813

●債務保証担保別内訳
 （単位：百万円）

項　　　目 平成30年度末 令和元年度末 増　　減
貯 金 等 ― ― ―
有 価 証 券 ― ― ―
動 産 1 0 △ 1
不 動 産 ― ― ―
そ の 他 担 保 物 13 11 △ 2

担　　　保　　　計 14 11 △ 3
漁 信 基 保 証 ― ― ―
信 用 5 4 △ 1
合 計 19 15 △ 4

●業種別貸出金残高
 （単位：百万円）

項　　　目 平成30年度末 令和元年度末 増　減金　額 構成比 金　額 構成比
農 林 水 産 業 22,717 77.2% 25,405 81.4% 2,688
製 造 業 ― ― ― ― ―
建 設 業 ― ― ― ― ―
運 輸・ 通 信 業 ― ― ― ― ―
卸 売・ 小 売 業 ― ― ― ― ―
金 融・ 保 険 業 4,384 14.9% 4,384 14.0% 0
不 動 産 業 ― ― ― ― ―
サ ー ビ ス 業 ― ― ― ― ―
地 方 公 共 団 体 ― ― ― ― ―
そ の 他 2,313 7.9% 1,438 4.6% △ 875
合 計 29,414 100.0% 31,227 100.0% 1,813
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●主要な水産業関係の貸出金残高
　■漁業種類等別
 （単位：百万円）

項　　　目 平成30年度末 令和元年度末 増　　減

漁
　
業

海 面 漁 業 999 978 △ 21
海 面 養 殖 業 14,382 16,225 1,843
そ の 他 漁 業 13 15 2

漁 業 関 係 団 体 等  8,182 7,891 △ 291
合　　　　計 23,576 25,109 1,533

（注１）本表は、水産業関係の貸出金残高であるため、水産業者に対する水産業関係資金以外の
貸出金残高（生活資金等）は含めておりません。

（注２）漁連・漁協・水産加工業者やそれらの子会社等に対する貸出は「漁業関係団体等」に記
載しております。（地公体、金融機関に対する貸出は含めておりません。）

（注３）公庫転貸資金のうち、転貸漁協における漁業者向け貸出金も含めております。

　■資金種類別
〈貸出金〉 （単位：百万円）

項　　　　目 平成30年度末 令和元年度末 増　　減
プ ロ パ ー 資 金 12,384 13,345 961
水 産 制 度 資 金 11,192 11,764 572

漁 業 近 代 化 資 金 7,154 9,085 1,931
そ の 他 制 度 資 金 等 4,038 2,679 △ 1,359
合　　　　計 23,576 25,109 1,533

（注４）プロパー資金とは、信漁連原資の貸出金のうち、制度資金以外のものです。
（注５）水産制度資金には、①地公体等が直接的または間接的に融資するもの、②地公体等が利

子補給等を行うことで信漁連が低利で融資するもの、③日本政策金融公庫が直接融資す
るものがあり、ここでは②のみを掲載しております。

　　　　ただし、公庫転貸資金のうち、転貸漁協における漁業者向け貸出金は、その他制度資金
等に含めております。

〈受託貸付金〉 （単位：百万円）
項　　　　目 平成30年度末 令和元年度末 増　　減

日 本 政 策 金 融 公 庫 資 金
（ 農 林 水 産 事 業 ） 76 62 △ 14

そ の 他 0 0 －
合　　　　計 76 62 △ 14

（注６）受託貸付金は、保証残高ではなく、貸出残高を記入しております。
（注７）公庫転貸資金のうち転貸漁協における漁業者向け貸出金は、（注５）のとおり水産制度

資金のその他制度資金等に記載しております。（受託金融機関は受託貸付金に記載して
おります。）
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●種類別有価証券平均残高
 （単位：百万円）

種　　　類
平成30年度 令和元年度

増　減
金　額 構成比 金　額 構成比

国 債 － － － － －
地 方 債 － － － － －
政 府 保 証 債 － － － － －
金 融 債 － － － － －
社 債 － － 287 100.0％ 287
外 国 証 券 － － － － －
株 式 － － － － －
受 益 証 券 － － － － －
そ の 他 － － － － －
合 計 － － 287 100.0％ 287

●有価証券残存期間別残高
 （単位：百万円）

種　　　類 １年以下 １年超
３年以下

３年超
５年以下

５年超
７年以下

７年超
10年以下 10年超 期間の

定めなし 合計

平
成
30
年
度

国 債 － － － － － － － －
地 方 債 － － － － － － － －
政 府 保 証 債 － － － － － － － －
金 融 債 － － － － － － － －
社 債 － － － － － － － －
外 国 証 券 － － － － － － － －
株 式 － － － － － － － －
受 益 証 券 － － － － － － － －
そ の 他 － － － － － － － －

令
和
元
年
度

国 債 － － － － － － － －
地 方 債 － － － － － － － －
政 府 保 証 債 － － － － － － － －
金 融 債 － － － － － － － －
社 債 － － － 196 300 300 － 796
外 国 証 券 － － － － － － － －
株 式 － － － － － － － －
受 益 証 券 － － － － － － － －
そ の 他 － － － － － － － －

有 価 証 券
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●有価証券の取得価額又は契約価額、時価及び評価損益
　■有価証券
 （単位：百万円）

保有目的
平成30年度末 令和元年度末

取得価額 時　　価 評価損益 取得価額 時　　価 評価損益
売 買 目 的 － － － － － －
満 期 保 有 目 的 － － － 796 712 △ 84
そ の 他 － － － － － －
合 計 － － － 796 712 △ 84

　　本表記載の有価証券は、期末日における市場価格等に基づく時価により計上したものであり
ます。

①満期保有目的有価証券については、取得原価が貸借対照表価額として計上されておりま
す。

　■金銭の信託
　　該当ありません。

●保有有価証券の利回り
 （単位：％）

種　　　　　　類 平成30年度 令和元年度
国 債 － －
地 方 債 － －
社 債 － 1.28
以 上 平 均 － 1.28

●オフバランス取引の状況
　　金融派生商品（債券先物オプション、債券店頭オプション、債券先物）は該当ありません。

●先物取引の時価情報
　　該当ありません。

●オプション取引の時価情報
　　該当ありません。
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●受託貸付金の残高
 （単位：百万円）

受　　　託　　　先 平成30年度末 令和元年度末

株 式 会 社 日 本 政 策 金 融 公 庫 101 83

独 立 行 政 法 人 住 宅 金 融 支 援 機 構 131 117

合　　　　　　　計 232 200

●内国為替の取扱実績
 （単位：百万円、件）

項　　　　目
平成30年度 令和元年度

仕　向 被仕向 仕　向 被仕向

種
　
　
　
類

送金 ･ 振込（件数） 35,519 27,960 34,850 25,873
金　　額 76,000 87,001 76,746 77,765

代 金 取 立（件数） 565 337 605 359
金　　額 3,204 2,620 4,160 3,274

　　 計　　（件数） 36,084 28,297 35,455 26,232
金　　額 79,204 89,621 80,906 81,039

受託業務・為替業務等
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●粗　利　益
 （単位：百万円、％）

区　　　　　　　　分 平成30年度 令和元年度
資 金 運 用 収 益 891 881
資 金 調 達 費 用 100 88

資 金 運 用 収 支 791 793
役 務 取 引 等 収 益 20 20
役 務 取 引 等 費 用 10 10

役 務 取 引 等 収 支 10 10
そ の 他 事 業 収 益 91 140

受 取 出 資 配 当 金 91 139
受 取 助 成 金 0 1
国 債 等 債 券 売 却 益 － －
国 債 等 債 券 償 還 益 － －
そ の 他 事 業 収 益 － －

そ の 他 事 業 費 用 16 13
そ の 他 事 業 収 支 75 127
事 業 粗 利 益 876 930
事 業 粗 利 益 率 0.96 1.03
事 業 純 益 59 95
実 質 事 業 純 益 59 100
コ ア 事 業 純 益 59 100
コ ア 事 業 純 益
（ 投 資 信 託 解 約 損 益 除 く ） 59 100

（注１）事業粗利益＝資金運用収支＋役務取引等収支＋その他事業収支
（注２）事業粗利益率＝事業粗利益／資金運用勘定平均残高×100
（注３）事業純益＝事業粗利益－経費（人件費・物件費・税金）－一般貸倒引当金繰入額

●資金運用勘定・調達勘定の平均残高等
 （単位：百万円、％）

区　　　　　　　分 平成30年度 令和元年度
平均残高 利　息 利回り 平均残高 利　息 利回り

資 金 運 用 勘 定 90,827 891 0.98 90,589 881 0.97
貸 出 金 32,405 573 1.77 32,071 514 1.60
預 け 金 58,422 318 0.54 58,231 363 0.62
有 価 証 券 ― ― ― 287 4 1.28

資 金 調 達 勘 定 90,454 100 0.11 90,974 88 0.10
貯 金 ･ 定 積 87,717 100 0.11 88,057 88 0.10
借 用 金 2,737 ― ― 2,917 ― ―

貯 金 原 価 率 1.05 1.04
総 資 金 利 ざ や △0.01 0.09

（注１）貯金原価率＝貯金利息＋支払奨励金＋経費／貯金平残×100
（注２）総資金利ざや＝総資金運用利回り－総資金原価率

平残・利回り等
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●受取・支払利息の増減額
 （単位：百万円）

項　　　　　　目 平成30年度増減額 令和元年度増減額
受 取 利 息 △ 39 △ 10

う ち 貸 出 金 △ 38 △ 60
う ち 有 価 証 券 ― 4
う ち 預 け 金 △ 1 46

支 払 利 息 △ 7 △ 12
う ち 貯 金 等 △ 7 △ 12
う ち 譲 渡 性 貯 金 ― ―
う ち 借 用 金 ― ―

差 引 △ 32 2

（注）増減額は、前年度対比です。

●経費の内訳
 （単位：百万円）

項　　　　　目 平成30年度 令和元年度
人 件 費 307 309

役 員 報 酬 37 37
給 料 手 当 191 191
賞 与 引 当 金 戻 入 △ 15 △ 14
賞 与 引 当 金 繰 入 14 16
福 利 厚 生 費 57 58
退 職 給 付 費 用 19 17
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 繰 入 4 4

旅 費 交 通 費 10 10
業 務 費 366 377
負 担 金 67 66
施 設 費 43 51
貯 金 保 険 料 12 7
雑 費 4 4
税 金 8 6
合 計 817 830
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●役　　　員
　■対象役員

　開示の対象となる報酬告示に規定されている「対象役員」は理事及び監事をいいます。

　■役員報酬等の種類，支払総額及び支払方法
　役員に対する報酬等の種類は、基本報酬と退職慰労金の２種類で、令和元年度における対象
役員に対する報酬等の支払総額は、次のとおりです。
　なお、基本報酬は指定口座への振り込みの方法による現金支給のみであり、退職慰労金は、
その支給に関する総会決議後、所定の手続きを経て、基本報酬に準じた方法で支払っています。

 （単位：百万円）

支　　　給　　　総　　　額

基　本　報　酬 退職慰労金（注２）

対象役員（注１）に対する報酬等 37 4

　　（注１）対象役員は、理事12名、監事４名です。（期中に退任した者を含む。）
　　（注２）退職慰労金については、当年度に実際に支給した額ではなく、当年度の費用として

認識される部分の金額（引当金への繰入額と支給額のうち当年度の負担に属する金
額）によっています。

　■対象役員の報酬等の決定等
　　①役員報酬（基本報酬）

役員報酬は、理事及び監事の別に各役員に支給する報酬総額の最高限度額を総会におい
て決定し、その範囲内において、理事各人別の報酬額については理事会において決定し、
監事各人別の報酬額については監事会によって定めています。

　　②役員退職慰労金
役員退職慰労金については、役員報酬に役員在職年数に応じた係数を乗じて得た額に特

別に功労があったと認められる者については功労金を加算して算定し、総会で理事及び監
事の別に各役員に支給する退職慰労金の総額の承認を受けた後、退任慰労金支給規程に基
づき、理事については理事会，監事については監事会によって各人別の支給額と支給時期・
方法を決定し、その決定に基づき支給しています。

なお、この役員退職慰労金の支給に備えて公正妥当なる会計慣行に即して引当金を計上
しています。

役員等の報酬体系
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●職　員　等
　■対象職員等

　開示の対象となる報酬告示に規定されている「対象職員等」の範囲は、当連合会の職員であっ
て、常勤役員が受ける報酬等と同等額以上の報酬等を受ける者のうち、当連合会の業務及び財
産の状況に重要な影響を与える者をいいます。
　なお、令和元年度において、対象職員等に該当する者はおりませんでした。

　　（注１）対象職員等には、期中に退職した者も含めております。
　　（注２）「同等額」は、令和元年度に当連合会の常勤役員に支払った報酬額等の平均額として

おります。
　　（注３）令和元年度において当連合会の常勤役員が受ける報酬等と同等額以上の報酬等を受

ける者はおりませんでした。

●そ　の　他
　当連合会の対象役員及び対象職員等の報酬等の体系は、上記開示のとおり過度なリスクテー
クを惹起するおそれのある要素はありません。したがって、報酬告示のうち、「対象役員及び
対象職員等の報酬等の体系とリスク管理の整合性並びに対象役員及び対象職員等の報酬等と業
績の連動に関する事項」その他「報酬等の体系に関し参考となるべき事項」として、記載する
内容はありません。
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●最近５年間の主要な経営指標 （単位：百万円、口、％）
項　　　　　目 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

経 常 収 益 1,096 1,082 1,057 1,076 1,051
経 常 利 益 168 99 125 132 100
当 期 剰 余 金 108 57 △261 32 76
出 資 金 1,559 1,572 1,572 1,538 1,553
出 資 口 数 15,588 15,721 15,721 15,378 15,528
純 資 産 額 7,221 7,176 6,880 6,912 6,983
総 資 産 額 91,141 91,894 94,447 98,211 92,911
貯 金 等 残 高 82,388 82,921 84,157 87,823 82,463
貸 出 金 残 高 28,943 27,406 30,824 29,414 31,227
有 価 証 券 残 高 － － － － 796
剰 余 金 配 当 額 71 30 － 15 39

出 資 配 当 の 額 31 30 － 15 39
事業利用分量配当の額 40 ― － － －

職 員 数 44人 43人 43人 43人 42人
単 体 自 己 資 本 比 率 21.88% 19.72% 18.58% 16.57% 16.38%

（注１）残高計数は、期末日現在のものであり、総資産額には債務保証見返は含んでおりません。
（注２）「単体自己資本比率」は、「漁業協同組合等がその経営の健全性を判断する為の基準」（平成18

年金融庁・農林水産省告示第３号）に基づき算出しております。

●経営諸指標（貯貸率等・利益率） （単位：百万円）
項　　　　　　　　　　目 平成30年度末 令和元年度末

貯 貸 率 期 末 残 高 33.49% 37.87%
期 中 平 均 残 高 36.94% 36.42%

貯 預 率 期 末 残 高 69.14% 64.01%
期 中 平 均 残 高 66.60% 66.13%

貯 証 率 期 末 残 高 0.00% 0.97%
期 中 平 均 残 高 0.00% 0.33%

一 従 業 員 当 り 貯 金 残 高 2,042 1,963
貸 出 金 残 高 684 744

一 店 舗 当 り 貯 金 残 高 43,911 41,231
貸 出 金 残 高 14,707 15,614

項　　　　　目 平成30年度末 令和元年度末
総 資 産 経 常 利 益 率 0.13% 0.10%
資 本 経 常 利 益 率 1.92% 1.44%
総 資 産 当 期 純 利 益 率 0.03% 0.08%
資 本 当 期 純 利 益 率 0.47% 1.11%

（注１）総資産経常（当期純）利益率＝経常（当期純）利益／総資産平均残高（偶発債務見返除く）×100
（注２）資本経常（当期純）利益率＝経常（当期純）利益／資本勘定平均残高×100

諸　指　標
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●自己資本調達手段の概要に関する事項
　■自己資本比率の状況

　当連合会では、多様化するリスクに対応するとともに、会員等ご利用者のニーズに応えるた
め、財務基盤の強化を経営の重要課題として取り組んでいます。
　令和２年３月末における自己資本比率は、会員の皆さま方にご協力いただきました結果、
16.38%となりました。

　■経営の健全性の確保と自己資本の充実
　当連合会の自己資本は、会員からの普通出資により調達しています。
　　普通出資金

項　　　　　目 内　　　　　容
発行主体 愛媛県信用漁業協同組合連合会
資本調達手段の種類 普通出資
コア資本に係る基礎項目に算入した額 1,553百万円（前年度1,538百万円）

　当連合会では、将来的な信用リスクや金利リスクの発生・増加に備えて、安定的な自己資本
比率を維持する観点から、増資による自己資本の充実を図っております。
　また、自己資本比率の算出にあたっては、「自己資本比率算出要領」及び「自己資本比率算
出事務手続」を制定し、適正なプロセスにより正確な自己資本比率を算出しています。
　これに基づき、当連合会における信用リスクやオペレーショナル・リスクに対応した十分な
自己資本の維持に努めています。

●信用リスクに関する事項
　■標準的手法に関する事項

　当連合会では、自己資本比率算出にかかる信用リスク・アセット額は、告示に定める標準的
手法により算出しています。
　また、信用リスク・アセットの算出にあたって、リスク・ウエイトの判定にあたり使用する
格付等は次のとおりです。
（ア）リスク・ウエイトの判定にあたり使用する格付は、以下の適格格付機関による依頼格付

のみ使用し、非依頼格付は使用しないこととしています。
適格格付機関

株式会社格付投資情報センター（R&I）
株式会社日本格付研究所（JCR）
ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク（Moody's）
S&Pグローバル・レーティング
フィッチレーティングスリミテッド（Fitch）

（イ）リスク・ウエイトの判定にあたり使用する適格格付機関の格付またはカントリー・リス
ク・スコアは、以下のとおりです。

自己資本の充実の状況
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エクスポージャー 適 格 格 付 機 関 カントリー・
リスク・スコア

金融機関向けエクスポージャー 日本貿易保険
法人等向けエクスポージャー（長期） R&I、Moody's、JCR、S&P、Fitch
法人等向けエクスポージャー（短期） R&I、Moody's、JCR、S&P、Fitch

●信用リスク削減手法に関する事項
　■信用リスク削減手法に関するリスク管理の方法及び手続の概要

「信用リスク削減手法」とは、自己資本比率算出における信用リスク・アセット額の算出に
おいて、エクスポージャーに対して一定の要件を満たす担保や保証等が設定されている場合
に、エクスポージャーのリスク・ウェイトに代え、担保や保証人に対するリスク・ウェイトを
適用するなど信用リスク・アセット額を軽減する方法です。

当連合会では、信用リスク削減手法を「自己資本比率算出要領」にて定めています。
信用リスク削減手法として、「適格金融資産担保」、「保証」、「貸出金と自会貯金の相殺」を

適用しています。
適格金融資産担保付取引とは、エクスポージャーの信用リスクの全部または一部が、取引相

手または取引相手のために第三者が提供する適格金融資産担保によって削減されている取引を
いいます。

適格金融資産担保取引について、信用リスク削減手法の簡便手法を用いています。
また、貸出金と自会貯金の相殺については、

①取引相手の債務超過、破産手続開始の決定その他これらに類する事由にかかわらず、貸出金
と自会貯金の相殺が法的に有効であることを示す十分な根拠を有していること

②同一の取引相手との間で相殺契約下にある貸出金と自会貯金をいずれの時点においても特定
することができること

③自会貯金が継続されないリスクが、監視及び管理されていること
④貸出金と自会貯金の相殺後の額が、監視及び管理されていること
の条件をすべて満たす場合に、相殺契約下にある貸出金と自会貯金の相殺後の額を信用リスク
削減手法適用後のエクスポージャー額としています。

保証については、被保証債権の債務者よりも低いリスク・ウェイトが適用される中央政府等、
本邦地方公共団体、地方公共団体金融機構、本邦政府関係機関、外国の中央政府以外の公共部
門、国際開発銀行、および金融機関または第一種金融商品取引業者、これら以外の主体で長期
格付がA－またはA3以上の格付を付与しているものを適格保証人とし、エクスポージャーの
うち適格保証人に保証された被保証部分について、被保証債権のリスク・ウェイトに代えて、
保証人のリスク･ウェイトを適用しています。

●派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項
　「派生商品取引」とは、その価格（現在価値）が他の証券･商品（原資産）の価格に依存し
て決定される金融商品（先物、オプション、スワップ等）に係る取引です。
　「長期決済期間取引」とは、有価証券等の受渡しまたは決済を行う取引であって、約定日か
ら受渡日（決済日）までの期間が５営業日または市場慣行による期間を超えることが約定され、
反対取引に先立って取引相手に対して有価証券等の引渡または資金の支払を行う取引です。
　当連合会では、派生商品取引及び長期決済期間取引を取り扱わない方針であり、取扱い実績
はありません。
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●証券化エクスポージャーに関する事項
　「証券化エクスポージャー」とは、原資産に係る信用リスクを優先劣後構造のある二以上の
エクスポージャーに階層化し、その一部または全部を第三者に移転する性質を有する取引に係
るエクスポージャーのことです。
　当連合会では、証券化商品を取り扱わない方針であり、取扱い実績はありません。

●出資等又は株式等エクスポージャーに関する事項
　■出資等又は株式等エクスポージャーに関するリスク管理の方法及び手続
　　の概要

「出資その他これに類するエクスポージャー」とは、貸借対照表上の有価証券勘定及び外部
出資勘定の株式又は出資として計上されているものであり、当連合会においては、これらを①

「その他有価証券」、②系統及び系統外出資に区分して管理しています。
その他有価証券については、中長期的な運用目的で保有するものであり、適切な市場リスク

の把握及びコントロールに努めています。具体的には、市場動向や経済見通しなどの投資環
境分析及びポートフォリオの状況などを考慮し、理事会で運用方針を定めるとともに運用会議
を定期的に開催して、日常的な情報交換及び意思決定を行っています。運用部門は、理事会で
決定した運用方針及び運用会議で決定された取引方針などに基づき、有価証券の売買やリスク
ヘッジを行っています。運用部門が行った取引については、管理部門が適切な執行を行ってい
るかどうかチェックしています。　

系統出資については、漁連、農林中央金庫をはじめ、会員としての総会等への参画を通じた
経営概況の監督に加え、日常的な協議を通じた連合会等の財務健全化を求めており、系統外出
資についても同様の対応を行っています。

なお、これら評価等は、株式については、その他有価証券として時価評価を行った上で、取
得原価との評価差額については、「その他有価証券評価差額金」として純資産の部に計上して
います。系統及び系統外出資については、取得原価を記載し、毀損の状況に応じて減損処理し
ております。

また、評価等重要な会計方針の変更等があれば、注記表にその旨記載することとしています。

●金利リスクに関する事項
　■金利リスクの算定方法の概要

金利リスクとは、金融機関の保有する資産・負債のうち、市場金利に影響を受けるもの（貸
出金、有価証券、貯金等）が、金利変動により発生するリスク量をいいます。

当連合会における、リスク管理方針および手続きについては以下のとおりです。
・リスク管理および計測の対象とする金利リスクの考え方および範囲に関する説明

当連合会では、金利リスクを重要なリスクの一つとして認識し、適切な管理体制のもと
で他の市場リスクと一体的に管理しています。金利リスクのうち銀行勘定の金利リスク 

（IRRBB）については、個別の管理指標の設定やモニタリング体制の整備などにより厳正な
管理に努めています。
・リスク管理およびリスクの削減の方針に関する説明

当連合会は、ＡＬＭ委員会のもと、自己資本に対するIRRBBの比率の管理や収支シミュ
レーションの分析などを行いリスク削減に努めています。
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・金利リスク計測の頻度
月末を基準日として、四半期ごとにIRRBBを計測しています。
当連合会では、市場金利が上下１％変動した場合の金利リスク量を算出しています。
なお、当座性貯金については、明確な金利改定間隔がなく、貯金者の要求によって随時払

い出される貯金のうち、引き出されることなく長期間金融機関に滞留する貯金をコア貯金と
定義し、当連合会では当座性貯金の額の50％を満期5年の期間に均等に振り分けて（平均残
存2.5年）リスク量を算出しています。

流動性貯金に割り当てられた金利改定の平均満期は1.25年となっております。
・流動性貯金に割り当てられた最長の金利改定満期

　流動性に割り当てられた最長の金利改定満期は5年です。
・流動性貯金への満期の割り当て方法（コア貯金モデル等）およびその前提

流動性貯金への満期の割り当て方法については、金融庁が定める保守的な前提を採用して
います。
・固定金利貸出の期限前返済や定期貯金の早期解約に関する前提

　固定金利貸出の期限前返済や定期貯金の早期解約について考慮していません。
・複数の通貨の集計方法およびその前提

　当連合会は円通貨しか取り扱っておりません。
・スプレッドに関する前提（計算にあたって割引金利やキャッシュ・フローに含めるかどうか）

一定の前提を置いたスプレッドを考慮してキャッシュ・フローを展開しています。なお、
当該スプレッドは金利変動ショックの設定上は不変としています。
・内部モデルの使用等、⊿EVEに重大な影響を及ぼすその他の前提、前事業年度末の開示か
らの変動に関する説明
　内部モデルは使用していません。
・計測値の解釈や重要性に関するその他の説明

　該当ありません。

◇⊿EVE以外の金利リスクを計測している場合における、当該金利リスクに関する事項
・金利ショックに関する説明

　リスク資本配賦管理としてVaRで計測する市場リスク量を算定しています。
・金利リスク計測の前提およびその意味（特に、水協法自己資本開示告示に基づく定量的開示
の対象となる⊿EVEと大きく異なる点）
　特段ありません。
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●自己資本の構成に関する事項
 （単位：千円、％）

項　　　　　　目 令和元年度末
平成30年度末

経過措置による
不算入額

コア資本に係る基礎項目　　　（1）
普通出資又は非累積的永久優先出資に係る会員資本の額 6,944,441 6,896,573

うち、出資金及び資本準備金の額 1,552,800 1,537,800
うち、再評価積立金の額  －  －
うち、利益剰余金の額 5,430,179 5,374,151
うち、外部流出予定額　　(△) △ 38,537 △ 15,378
うち、上記以外に該当するものの額  －  －

コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額 90,145 85,654
うち、一般貸倒引当金コア資本算入額 90,145 85,654
うち、適格引当金コア資本算入額  －  －

適格旧資本調達手段の額のうち、経過措置によりコア資本に係る基礎項目の額に
含まれる額

 －  －

うち、回転出資金の額  －  －
うち、上記以外に該当するものの額  －  －

公的機関による資本の増強に関する措置を通じて発行された資本調達手段の額の
うち、経過措置によりコア資本に係る基礎項目の額に含まれる額

 －  －

土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の四十五パーセントに相当する額の
うち、経過措置によりコア資本に係る基礎項目の額に含まれる額

 －  －

コア資本に係る基礎項目の額　　（イ） 7,034,586 6,982,228
コア資本に係る調整項目　　(２)
無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）の額の合計額 909 1,458

うち、のれんに係るものの額  －  －
うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額 909 1,458

繰延税金資産(一時差異に係るものを除く。)の額 53,175 41,608
適格引当金不足額 －  －
証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額 －  －
負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額 －  －
前払年金費用の額 －  －
自己保有普通出資等（純資産の部に計上されるものを除く。）の額 －  －
意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額 －  －
少数出資金融機関等の対象普通出資等の額 －  －
特定項目に係る十パーセント基準超過額 －  －

うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額  －  －
うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額  －  －
うち、繰延税金資産(一時差異に係るものに限る。)に関連するものの額  －  －

特定項目に係る十五パーセント基準超過額 －  －
うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額  －  －
うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額  －  －
うち、繰延税金資産(一時差異に係るものに限る。)に関連するものの額  －  －

コア資本に係る調整項目の額　　（ロ） 54,084 43,066
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自己資本
自己資本の額（（イ）一（ロ））　　 （ハ） 6,980,501 6,939,161
リスク・アセット等　　　（3）
信用リスク・アセットの額の合計額 40,917,830 40,190,286

資産（オン・バランス）項目 40,903,319 40,172,401
うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算入される額の合計額 － －

うち、他の金融機関等の対象資本調達手段に係るエクスポージャーに係る
経過措置を用いて算出したリスク・アセットの額から経過措置を用いずに
算出したリスク・アセットの額を控除した額（△）

－ －

うち、上記以外に該当するものの額 － －
オフ・バランス項目 14,511 17,884
ＣＶＡリスク相当額を八パーセントで除して得た額 － －
中央清算機関関連エクスポージャーに係る信用リスク・アセットの額 － －

オペレーショナル・リスク相当額の合計額を八パーセントで除して得た額 1,685,966 1,663,107
信用リスク・アセット調整額 － －
オペレーショナル・リスク相当額調整額 － －
リスク・アセット等の額の合計額　　（ニ） 42,603,797 41,853,394
自己資本比率
自己資本比率（（ハ）／（ニ）） 16.38% 16.57%

　（注）オペレーショナル・リスクに関する記載：（基礎的手法を使用＝１、粗利益配分手法を使用＝２、先進的計測
手法を使用＝３） １
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●自己資本の充実に関する事項
 （単位：百万円）

信用リスク・アセット額

（標準的手法）

平成30年度 令和元年度
エクスポー
ジャーの
期末残高

リスク・
アセット額

ａ

所要自己
資本額

ｂ＝ａ×4％

エクスポー
ジャーの
期末残高

リスク・
アセット額

ａ

所要自己
資本額

ｂ＝ａ×4％
現　　　金 883 0 0 778 0 0
我が国の中央政府及び中央銀行向け － － － － － －
外国の中央政府及び中央銀行向け － － － － － －
国際決済銀行等向け － － － － － －
我が国の地方公共団体向け 42 0 0 43 0 0
外国の中央政府等以外の公共部門向け － － － － － －
国際開発銀行向け － － － － － －
地方公共団体金融機構及び我が国の政府関係機関向け － － － － － －
地方三公社向け － － － － － －
金融機関及び第一種金融商品取引業者向け 63,750 12,750 510 55,813 11,163 447
法人等向け 2,929 2,148 86 3,548 2,632 105
中小企業等・個人向け 2,558 528 21 2,658 622 25
抵当権付住宅ローン 9 3 0 6 2 0
不動産取得等事業向け － － － － － －
三月以上延滞債権 4 0 0 13 0 0
取立未済手形 2 1 0 1 0 0
漁業信用基金協会等保証 10,077 1,008 40 10,280 1,028 41
株式会社地域経済活性化支援機構等による保証付 － － － － － －
出　　資　　等 1,326 1,326 53 1,326 1,326 53

（うち出資等のエクスポージャー） 1,326 1,326 53 1,326 1,326 53
（うち重要な出資のエクスポージャー） － － － － － －

上　記　以　外 16,666 22,408 896 18,474 24,130 965
（うち他の金融機関等の対象資本等調達手段対象普通出
資等及びその他外部ＴＬＡＣ関連調達手段に該当するも
の以外のものに係るエクスポージャー）

－ － － － － －

（うち農林中央金庫等の対象普通出資等に係るエクス
ポージャー） 6,775 16,938 678 6,775 16,938 678

（うち特定項目のうち調整項目に算入されない部分に係
るエクスポージャー） 86 216 9 71 178 7

（うち総株主等の議決権の百分の十を超える議決権を保
有している他の金融機関等に係るその他外部ＴＬＡＣ関
連調達手段に関するエクスポージャー）

－ － － － － －

（うち総株主等の議決権の百分の十を超える議決権を保
有していない他の金融機関等に係るその他外部ＴＬＡ
Ｃ関連調達手段のうち、その他外部ＴＬＡＣ関連調達
手段に係る5％基準額を上回る部分に係るエクスポー
ジャー）

－ － － － － －

（うち上記以外のエクスポージャー） 9,805 5,254 210 11,628 7,014 281
証　　券　　化 － － － － － －

（うちＳＴＣ要件適用分） － － － － － －
（うち非ＳＴＣ要件適用分） － － － － － －

再　証　券　化 － － － － － －
リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエク
スポージャー － － － － － －

（うちルックスルー方式） － － － － － －
（うちマンデート方式） － － － － － －
（うち蓋然性方式250％） － － － － － －
（うち蓋然性方式400％） － － － － － －
（うちフォールバック方式） － － － － － －

経過措置によりリスク・アセットの額に算入、不算入とな
るものの額 － － － － － －
他の金融機関等の対象資本調達手段に係るエクスポー
ジャーに係る経過措置によりリスク・アセットの額に算入
されなかったものの額（△）

－ － － － － －

ＣＶＡリスク相当額÷８％ － － － － － －
中央清算機関関連エクスポージャー － － － － － －

合　　　計 98,246 40,172 1,607 92,940 40,903 1,636
（注）「エクスポージャーの期末残高」は、信用リスク削減後エクスポージャー残高を記載しています。
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●オペレーショナル・リスクに対する所要自己資本の額
 （単位：百万円）

平成30年度 令和元年度

粗利益額
オペレーショナル・

リスク相当額を
８％で除して得た額

所要自己
資本額 粗利益額

オペレーショナル・
リスク相当額を

８％で除して得た額
所要自己
資本額

ａ ｂ＝ａ×15％÷8％ ｃ＝ｂ×4％ ａ ｂ＝ａ×15％÷8％ ｃ＝ｂ×4％

876 1,643 66 930 1,744 70

（注）オペレーショナル･リスク相当額の算出にあたり、当連合会では基礎的手法を採用しています。

●所要自己資本額
 （単位：百万円）

平成30年度 令和元年度
リスク・アセット

（分母）合計 所要自己資本額 リスク・アセット
（分母）合計 所要自己資本額

ａ ｂ＝ａ×４％ ａ ｂ＝ａ×４％

41,853 1,674 42,604 1,704

●信用リスクに関するエクスポージャーの業種別の期末残高及び
　主な種類別の内訳 （単位：百万円）

区　　　分

平成30年度末 令和元年度末
信用リスクに
関するエクス
ポージャーの
残高　　　　

信用リスクに
関するエクス
ポージャーの
残高　　　　うち貸出金等 うち債券 うち貸出金等 うち債券

法

人

農 林 水 産 業 7,946 7,946 － 7,413 7,413 －
製 造 業 ― ― － ― ― －
建 設 業 ― ― － ― ― －
運輸・通信業 ― ― － 799 ― 799
卸売・小売業 ― ― － ― ― －
金融・保険業 69,492 4,391 － 57,204 4,391 －
不 動 産 業 ― ― － ― ― －
サ ー ビ ス 業 ― ― － ― ― －
地方公共団体 42 ― － 43 ― －
そ の 他 5,385 5,385 － 7,787 7,787 －

個 人 11,735 11,735 11,665 11,665
固 定 資 産 等 3,646 8,029
合 計 98,246 29,457 － 92,940 31,256 799

（注１）全て国内取引です。
（注２）「貸出金等」とは、貸出金のほか、コミットメント及びその他のデリバティブ以外のオフ・バ

ランスシート・エクスポージャーを含んでいます。
（注３）当連合会は、デリバティブ取引の取扱いはありません。
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●信用リスクに関するエクスポージャーの残存期間別の期末残高
　及び主な種類別の内訳 （単位：百万円）

区　　　分

平成30年度末 令和元年度末
信用リスクに
関するエクス
ポージャーの
残高　　　　

信用リスクに
関するエクス
ポージャーの
残高　　　　うち貸出金等 うち債券 うち貸出金等 うち債券

１ 年 以 下 60,750 11,667 － 66,239 13,426 －
１ 年 超 ３ 年 以 下 4,780 4,780 － 6,213 6,213 －
３ 年 超 ５ 年 以 下 2,113 2,113 － 3,137 3,137 －
５ 年 超 ７ 年 以 下 4,002 4,002 － 1,886 1,690 196
７ 年 超 5,483 5,483 － 5,975 5,372 603
期限の定めなし 21,118 1,412 － 9,490 1,418 －
合 計 98,246 29,457 － 92,940 31,256 799

（注１）全て国内取引です。
（注２）「貸出金等」とは、貸出金のほか、コミットメント及びその他のデリバティブ以外のオフ・バ

ランスシート・エクスポージャーを含んでいます。

●３ヶ月以上延滞エクスポージャーの期末残高及び業種別の内訳
 （単位：百万円）

区　　　分 平成30年度末 令和元年度末

法

人

農 林 水 産 業 － －
製 造 業 － －
建 設 業 － －
運 輸 ・ 通 信 業 － －
卸 売 ・ 小 売 業 － －
金 融 ・ 保 険 業 － －
不 動 産 業 － －
サ ー ビ ス 業 － －
地 方 公 共 団 体 － －
そ の 他 － －

個 人 ２ 13
合 計 ２ 13

（注１）全て国内取引です。
（注２）「延滞エクスポージャーの期末残高」には、基金協会保証付債権は含まれていません。
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●貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額
 （単位：百万円）

区　　　　　分
平成30年度 令和元年度

期首
残高

期中
増加

期中減少額 期末
残高

期首
残高

期中
増加

期中減少額 期末
残高目的使用 その他 目的使用 その他

一 般 貸 倒 引 当 金 97 86 0 97 86 86 90 0 86 90
個 別 貸 倒 引 当 金 169 134 0 169 134 134 14 125 9 14

法

人

農 林 水 産 業 158 125 0 158 125 125 0 124 1 0
製 造 業 － － － － － － － － － －
建 設 業 － － － － － － － － － －
運輸・通信業 － － － － － － － － － －
卸売・小売業 － － － － － － － － － －
金融・保険業 － － － － － － － － － －
不 動 産 業 － － － － － － － － － －
サ ー ビ ス 業 － － － － － － － － － －
地方公共団体 － － － － － － － － － －
そ の 他 － － － － － － － － － －

個 人 11 9 0 11 9 9 14 1 8 14
（注）全て国内取引です。

●貸出金償却の額
 （単位：百万円）

区　　　分 平成30年度 令和元年度

法

人

農 林 水 産 業 － －
製 造 業 － －
建 設 業 － －
運 輸 ・ 通 信 業 － －
卸 売 ・ 小 売 業 － －
金 融 ・ 保 険 業 － －
不 動 産 業 － －
サ ー ビ ス 業 － －
地 方 公 共 団 体 － －
そ の 他 － －

個 人 － 1
合 計 － 1
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●信用リスク削減効果勘案後の残高及び自己資本控除額
 （単位：百万円）

区　　　分
平成30年度末 令和元年度末

格付有 格付無 計 格付有 格付無 計

信
用
リ
ス
ク
削
減
効
果
勘
案
後
残
高

0％ － 925 925 － 821 821
10％ － 10,206 10,206 － 10,383 10,383
20％ 63,750 3 63,753 55,813 1 55,814
35％ － 7 7 － 4 4
50％ － 2 2 799 2 801
75％ － 688 688 － 816 816
100％ － 8,728 8,728 － 10,573 10,573
150％ － － － － － －
200％ － － － － － －
250％ － 6,861 6,861 － 6,846 6,846
1250％ － － － － － －
その他 － － － － － －

自己資本控除額 － － － － － －
合 計 63,750 27,420 91,170 56,612 29,446 86,058

●信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャーの額
 （単位：百万円）

区　　　分
平成30年度末 令和元年度末

適格金融
資産担保 保　証 適格金融

資産担保 保　証

地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 及 び
我 が 国 の 政 府 関 係 機 関 向 け － － － －

地 方 三 公 社 向 け － － － －
金融機関及び第一種金融商品取引業者向け － － － －
法 人 等 向 け － － － －
中 小 企 業 等・ 個 人 向 け － 127 － 102
抵 当 権 付 住 宅 ロ ー ン － － － －
不 動 産 取 得 等 事 業 向 け － － － －
三 月 以 上 延 滞 債 権 － － － －
漁 業 信 用 基 金 協 会 等 保 証 － － － －
そ の 他 － 2 － 1
合 計 － 129 － 103

（注）「適格金融資産担保」には、貸出金と自会貯金の相殺は含まれていません。
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●リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャー
　に関する事項 （単位：百万円）

平成30年度 令和元年度
ルックスルー方式を適用するエクスポージャー － －
マンデート方式を適用するエクスポージャー － －
蓋然性方式 (250％ ) を適用するエクスポージャー － －
蓋然性方式 (400%) を適用するエクスポージャー － －
フォールバック方式 (1250%) を適用するエクスポージャー － －

●出資その他これに類するエクスポージャーの貸借対照表計上額及び時価
 （単位：百万円）

区　　　分
平成30年度末 令和元年度末

貸借対照表
計上額 時価評価額 貸借対照表

計上額 時価評価額

上 場 － － － －
非 上 場 6,718 6,718
合 計 6,718 － 6,718 －

●出資その他これに類するエクスポージャーの売却及び償却に伴う損益
 （単位：百万円）

区　　分
平成30年度 令和元年度

売却益 売却損 償却額 売却益 売却損 償却額
上 場 － － － － － －
非 上 場 － － － － － －
合 計 － － － － － －

●貸借対照表で認識された損益計算書で認識されない評価損益の額
　（その他有価証券の評価損益等） （単位：百万円）

区　　　分
平成30年度末 令和元年度末

評価益 評価損 評価益 評価損
上 場 － － － －
非 上 場 － － － －
合 計 － － － －
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●貸借対照表及び損益計算書で認識されない評価損益の額
　（子会社・関係会社株式の評価損益等） （単位：百万円）

区　　　分
平成30年度末 令和元年度末

評価益 評価損 評価益 評価損
上 場 － － － －
非 上 場 － － － －
合 計 － － － －

●金利リスクに関する事項
IRRBB1：金利リスク （単位：百万円）

項番
イ ロ ハ 二

⊿EVE ⊿NII
当期末 前期末 当期末 前期末

1 上 方 パ ラ レ ル シ フ ト 516 415 52 72
2 下 方 パ ラ レ ル シ フ ト 0 0 2 23
3 ス テ ィ ー プ 化 574 507
4 フ ラ ッ ト 化
5 短 期 金 利 上 昇
6 短 期 金 利 低 下
7 最 大 値 574 507

ホ へ
当期末 前期末

8 自 己 資 本 の 額 6,981 6,939

（注１）「金利リスクに関する事項」については、平成31年度金融庁・農水省告示第５号（平成31年２
月18日付）の改正に基づき、2019年３月末から金利リスクの定義と計測を変更しております。

（注２）「⊿EVE」とは、金利リスクのうち、金利ショックに対する経済的価値の減少額として計測さ
れるものをいいます。「⊿NII」とは、金利リスクのうち、金利ショックに対する算出基準日
から12か月を経過する日までの間の金利収益の減少額として計測されるものをいいます。「上
方パラレルシフト」とは、通貨および将来の期間ごとに、当該通貨および当該将来の期間に
応じた算出基準日時点のリスクフリー・レートに、別に定めるパラレルシフトに関する金利
変動幅を加える金利ショックをいいます。「下方パラレルシフト」とは、通貨および将来の期
間ごとに、当該通貨および当該将来の期間に応じた算出基準日時点のリスクフリー・レート
に、別に定めるパラレルシフトに関する金利変動幅にマイナス１を乗じて得た数値を加える
金利ショックをいいます。「スティープ化」とは、通貨および将来の期間ごとに、当該通貨お
よび当該将来の期間に応じた算出基準日時点のリスクフリー・レートに、別に定める算式を
用いて得た金利変動幅を加える金利ショックをいいます。
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●リスク管理債権残高及び同債権に対する保全額
 （単位：百万円、％）

区　　　　　分 平成30年度末 令和元年度末 増　　減

リ ス ク 管 理 債 権 総 額
（Ａ）＝①＋②＋③＋④ 5,885 5,885 0

破 綻 先 債 権 額 ① 1 0 △ 1

延 滞 債 権 額 ② 5,884 5,885 1

3 ヶ 月 以 上 延 滞 債 権 額 ③ ― ― ―

貸 出 条 件 緩 和 債 権 額 ④ ― ― ―

保 全 額 合 計 （Ｄ）＝（Ｂ）＋（Ｃ） 5,885 5,885 0

担 保・ 保 証 付 債 権 額 （Ｂ） 5,751 5,871 120

貸 倒 引 当 金 残 高 （Ｃ） 134 14 △ 120

保　　全　　率 （Ｄ）／（Ａ） 100.00 100.00 0.00

（注１）「破綻先債権」とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の
事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上し
なかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。）
のうち、法人税法施行令第96条第１項第３号のイからホまでに掲げる事由又は同項第４
号に規定する事由が生じているものをいいます。

（注２）「延滞債権」とは、未収利息不計上貸出金であって、注１に掲げるもの及び債務者の経
営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予したもの以外のものをいいま
す。

（注３）「３ヶ月以上延滞債権」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３ヶ月以上
遅延している貸出金（注１、注２に掲げるものを除く。）をいいます。

（注４）「貸出条件緩和債権」とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利
の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決
めを行った貸出金（注１、注２、注３に掲げるものを除く。）をいいます。

（注５）「担保・保証付債権額（Ｂ）」は、「リスク管理債権総額（Ａ）」のうち自己査定に基づい
て計算した貯金・定期積金及び不動産等の確実な担保の処分可能見込額並びに漁業信用
基金協会及び公的保証機関等確実な保証先による保証付貸出金についての当該担保・保
証の合計額です。

（注６）「貸倒引当金残高（Ｃ）」は、リスク管理債権以外の貸出金等に対する貸倒引当金は含ま
れておりません。

リスク管理情報等
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●金融再生法開示債権残高及び同債権に対する保全額
 （単位：百万円、％）

区　　　　　分 平成30年度末 令和元年度末 増　　減

破産更生債権及びこれらに準ずる債権 582 526 △ 56

危 険 債 権 5,303 5,359 56

要 管 理 債 権 0 0 0

不 良 債 権 額 合 計 （Ａ） 5,885 5,885 0

正 常 債 権 23,572 25,371 1,799

保 全 額 合 計 （Ｄ）＝（Ｂ）＋（Ｃ） 5,885 5,885 0

担 保・ 保 証 付 債 権 額 （Ｂ） 5,751 5,871 120

貸 倒 引 当 金 残 高 （Ｃ） 134 14 △ 120

保　　全　　率 （Ｄ）／（Ａ） 100.00 100.00 0.00

（注１）「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」とは、破産、会社更生、再生手続等の理由に
より経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいいます。

（注２）「危険債権」とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財務状態及び経営成
績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い
債権をいいます。

（注３）「要管理債権」とは、基本的には、「３ヶ月以上延滞債権」及び「貸出条件緩和債権」に
該当する債権をいいます。

（注４）「正常債権」とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして「破産
更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」、「要管理債権」以外のものに区分され
る債権をいいます。

（注５）「担保・保証付債権額（Ｂ）」は、「金融再生法開示債権総額（Ａ）」のうち自己査定に基
づいて計算した貯金・定期積金及び不動産等の確実な担保の処分可能見込額並びに漁業
信用基金協会及び公的保証機関等確実な保証先による保証付貸出金についての当該担
保・保証の合計額です。

（注６）「貸倒引当金残高（Ｃ）」は、「正常債権」に対する貸倒引当金は含まれておりません。
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●貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額
 （単位：百万円）

項　　　　　目

平成30年度 令和元年度

期首 期中 期中減少額 期末 期首 期中 期中減少額 期末

残高 増加額 目的使用 その他 残高 残高 増加額 目的使用 その他 残高

一 般 貸 倒 引 当 金 97 86 0 97 86 86 90 0 86 90

個 別 貸 倒 引 当 金 169 134 0 169 134 134 14 125 9 14

合 計 266 220 ― 266 220 220 104 125 95 104

●貸出金償却の額
 （単位：百万円）

項　　　　　目 平成30年度 令和元年度

貸 出 金 償 却 額 － 1
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確　　認　　書

１　私は、平成31年４月１日から令和２年３月31日までの事業年度のディスクロー
ジャー誌に記載した内容のうち、財務諸表作成に関するすべての重要な点におい
て、適正に表示されていることを確認しました。

２　当該確認を行うにあたり、財務諸表が適正に作成される以下の体制が整備され、
有効に機能していることを確認しました。

（１）業務分掌と所轄部署が明確化され、各部署が適切に業務を遂行する体制が整
備されております。

（２）業務の実施部署から独立した内部監査部門が内部管理体制の適切性・有効性
を検証しており、重要な事項については理事会等に適切に報告されております。

（３）重要な経営情報については、理事会等へ適切に付議・報告されております。

	 令和２年６月18日

	 愛媛県信用漁業協同組合連合会
	 　代表理事会長　三　好　　猛

謄　本

財務諸表の正確性等にかかる確認書
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　　マリンバンク
愛媛県信用漁業協同組合連合会

浜鯛長：愛媛県 JFマリンバンクのイメージキャラクター。
　　　　�愛媛県では瀬戸内の鯛、愛鯛といった名称やキャッチコピー

で赤く綺麗な鯛を生産していますので、そこから生まれた
キャラクター。

特　徴：�漁師を引っ張る浜の隊長であり、鯛の王様という意味の名称。
漁師の前掛けをイメージした腰巻にある「喜」という文字は、
皆様に消費していただいた魚の骨の絵です。

しんぎょれんの現況
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